
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
祭
祀
の
展
開

岩 

本 

　 

崇

は
じ
め
に

玄
界
灘
に
浮
か
ぶ
絶
海
の
孤
島
で
あ
る
沖
ノ
島
で
は
、
じ
つ
に
多
数
の
銅
鏡
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
主
た
る
も
の
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
し
た
が
、
ほ
か
に

も
沖
ノ
島
か
ら
の
出
土
が
伝
え
ら
れ
る
鏡
や
出
土
の
推
定
さ
れ
る
鏡
が
少
な
か
ら
ず
存

在
す
る
（
１
）
。
発
掘
調
査
に
よ
る
出
土
資
料
を
中
心
と
し
て
、
沖
ノ
島
で
の
出
土
を
ほ

ぼ
確
実
視
で
き
る
鏡
は
七
六
面
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
漢
鏡
の
可
能
性
の
あ
る
例
が
一

面
（
２
）
、
三
国
西
晋
鏡
一
二
面
（
う
ち
三
角
縁
神
獣
鏡
九
面
）、
同
型
鏡
群
二
面
、
倭
鏡

四
六
面
、
隋
唐
鏡
二
面
、
詳
細
不
明
（
破
片
の
た
め
）
一
三
面
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

れ
ら
と
は
別
に
沖
ノ
島
の
出
土
と
伝
わ
る
、
あ
る
い
は
出
土
の
推
定
さ
れ
る
鏡
が
一
一

面
あ
り
、
総
数
八
七
面
も
の
存
在
を
推
定
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
沖
ノ
島
の
な
か
で
も
充
実
し
た
資
料
群
で
あ
る
古
墳
時
代
銅
鏡
に
着
目

し
、
そ
の
鏡
群
構
成
の
通
時
的
検
討
を
出
発
点
に
沖
ノ
島
祭
祀
の
展
開
の
一
端
を
明
ら

か
に
す
る
。
ま
た
、
鏡
群
の
様
相
を
古
墳
出
土
鏡
と
比
較
し
、
沖
ノ
島
祭
祀
と
在
地
勢

力
の
動
向
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
祀
の
主
体
を
担
っ
た
集
団
の
把
握
を

試
み
、
祭
祀
に
た
い
す
る
王
権
の
関
与
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
る
。

一
　
沖
ノ
島
の
鏡

沖
ノ
島
の
鏡
に
つ
い
て
は
、
一
連
の
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
な
が
ら
も
な
お
不

明
な
点
が
多
か
っ
た
が
、
重
住
真
貴
子
・
水
野
敏
典
・
森
下
章
司
の
悉
皆
的
な
調

査
・
検
討
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
像
が
お
お
よ
そ
把
握
さ
れ
た
（
重
住
・
水
野
・
森
下

二
〇
一
〇
）。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
沖
ノ
島
の
出
土
と
推
定
さ
れ
る
資
料
の
探
索
が

な
さ
れ
る
な
ど
（
花
田
一
九
九
九
・
二
〇
一
二
）、
着
実
に
資
料
整
備
が
す
す
め
ら
れ
て

き
た
。
さ
ら
に
は
、
資
料
の
基
礎
的
整
備
を
ふ
ま
え
て
、
下
垣
仁
志
が
沖
ノ
島
出
土
鏡

の
総
括
的
な
評
価
を
お
こ
な
っ
た
（
下
垣
二
〇
一
八
）。
こ
の
よ
う
に
沖
ノ
島
の
鏡
に

つ
い
て
は
資
料
の
蓄
積
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
検
討
が
一
定
程
度
す
す
め
ら
れ
た
現
状
に

あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
必
ず
し
も
論
点
が
だ
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

こ
で
以
下
で
は
、
先
行
研
究
を
ト
レ
ー
ス
す
る
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
あ
ら
た
め
て

出
土
鏡
を
俯
瞰
す
る
と
こ
ろ
か
ら
検
討
を
は
じ
め
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
動
向
を
把
握
す
る

た
め
の
基
礎
的
な
材
料
を
整
理
す
る
。
ま
ず
は
検
討
の
俎
上
に
の
せ
る
沖
ノ
島
の
鏡
の

一
覧
を
掲
げ
た
う
え
で
（
表
１
）、
資
料
が
豊
富
な
倭
鏡
と
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て

そ
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
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出土地点 鏡式・系列 直径（cm） 位置づけ 備　考

4 号遺跡（御金蔵）

外区片（4-1-1） 破片 後期倭鏡新段階
外区片（4-1-3） 破片 後期倭鏡新段階新相
珠文鏡充塡系（4-1-4） 破片 後期倭鏡
外区片（4-1-5） 破片 後期倭鏡新段階新相
瑞祥文鏡（4-1-2） 14 ～ 15 後期隋唐式鏡

4 号遺跡（御金蔵）［伝］

三角縁波文帯三神三獣鏡（伝 -3） 21.6 舶載第５段階 花田 2012 で推定 18 号遺跡
旋回式獣像鏡系（伝 -8-3） 12.2 後期倭鏡新段階古相
乳脚文鏡蕨手文系 11.2 後期倭鏡新段階新相
乳脚文鏡Ω字文系（伝 -8-2） 9.2 後期倭鏡新段階新相
乳脚文鏡蕨手文系（伝 -8-1） 8.9 後期倭鏡新段階新相

7 号遺跡

珠文鏡充塡系（7-1-2） 9.2 後期倭鏡新段階新相
盤龍鏡（7-3-1） 破片 同型鏡群 （8-2-3）と同型
外区片（7-3-a） 破片 後期倭鏡新段階新相
外区片（7-3-2） 破片 ―
素文鏡 ?（7-3-2・b） 破片 ―

８号遺跡
乳脚文鏡蕨手文系（8-2-1） 復 10.3 後期倭鏡新段階新相
方格規矩鏡渦文系（8-2-2） 14.1 前期倭鏡新段階新相
盤龍鏡（8-2-3） 11.6 同型鏡群 （7-3-1）と同型

15 号遺跡 神像鏡系（15-1） 9.2 前期倭鏡中段階

16 号遺跡

「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（16-1） 20.6 「仿製」第４段階 （18-2）と同型
方格 T 字文鏡（16-2-1） 9.1 華北系鏡群第７段階

内行花文鏡Ⅲ系（16-2-2） 6.9 前期倭鏡中～新段階
素文鏡系（16-2-3） 2.8 ～ 3.0 前期倭鏡 ?

17 号遺跡

八鳳鏡（17-1） 22.1 西晋鏡（280 ～ 300 年ごろ）
方格規矩鏡獣文系（17-2） 27.1 前期倭鏡中段階
方格規矩鏡獣文系（17-3） 26.1 前期倭鏡中段階
方格規矩鏡獣文系（17-4） 22.1 前期倭鏡中段階
方格規矩鏡渦文系（17-5） 21.5 前期倭鏡新段階
方格規矩鏡鳥文系（17-6） 16.6 前期倭鏡中段階
方格規矩鏡獣文系（17-7） 17.8 前期倭鏡中段階
内行花文鏡Ⅱ系（17-8） 18.7 前期倭鏡中段階
内行花文鏡Ⅰ系（17-9） 17.6 前期倭鏡古段階
内行花文鏡Ⅲ系（17-10） 17.0 前期倭鏡新段階

「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（17-11） 24.3 「仿製」第１段階
「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（17-12） 21.6 「仿製」第５段階
「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（17-13） 20.0 「仿製」第５段階
鼉龍鏡双胴系（17-14） 12.9 前期倭鏡新段階新相
鼉龍鏡省略系（17-15） 23.7 前期倭鏡新段階
分離式神獣鏡 A 系（17-16） 16.7 前期倭鏡新段階新相
斜縁獣像鏡系（17-17） 10.0 前期倭鏡古段階
画象鏡系（17-18） 22.0 前期倭鏡新段階
斜縁神獣鏡 A 系（17-19） 16.4 前期倭鏡新段階
方格 T 字文鏡（17-20） 18.0 華北系鏡群第７段階
斜縁獣像鏡系（17-21） 15.0 前期倭鏡古段階

18 号遺跡

三角縁・天・王・日・月・獣文帯二神二獣鏡（18-1） 22.1 舶載第２段階
「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（18-2） 20.6 「仿製」第４段階 （16-1）と同型
「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（18-3） 23.4 「仿製」第４段階
「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（18-4） 21.1 「仿製」第３段階
獣像鏡 A 系？（18-5-1） 破片 前期倭鏡中段階
三角縁神獣鏡？（18-5-2） 破片 ―
八鳳鏡（18-5-3） 破片 西晋鏡（280 ～ 300 年ごろ）
方格規矩四神鏡（18-5-4） 18.0 漢鏡５期 ? 漢鏡ではなく同型鏡群とする見方もあり
鈕片（18-5-5） 破片 ―
破片（18-5-6・伝 -7-2） 破片 ―

18 号遺跡［推定］

「仿製」三角縁獣文帯二神三獣鏡（伝 -7-4） 破片 「仿製」第５段階 （伝 -6-1）と同型
「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（伝 -5） 22.1 「仿製」第３段階
方格規矩鏡四神文系（伝 --4） 25.3 前期倭鏡中段階
三角縁神獣鏡（内区片・外区片） 破片 ―
内行花文鏡Ⅲ系 10.0 前期倭鏡中段階
捩文鏡羽文系 7.9 前期倭鏡中段階
素文鏡系（21-2-2） 3.5 ～ 3.9 ―

19 号遺跡 内行花文鏡Ⅱ系（19-1） 24.8 前期倭鏡中段階
破片 破片 ―

21 号遺跡

浮彫式獣帯鏡（21-1-1・21-2-a） 17.6 同型鏡群
浮彫式獣帯鏡（社外品） 17.6 同型鏡群 錆の特徴から推定
乳脚文鏡Ω字文系（21-1-2・21-1-b・21-2-b） 11.7 後期倭鏡新段階新相
捩文鏡獣毛文系（21-1-3） 13.0 前期倭鏡古段階
破片（21-1-c） 破片 ―
破片（21-2-c） 破片 ―
破片（21-2-1） 破片 ―
不明（21-1-14） 破片 ―
素文鏡系（21-2-2） 2.2 ―
鳥頭四獣鏡 B 系（伝 -7-1） 12.1 中期倭鏡 錆の特徴から推定
渦文鏡 B 系（伝 -7-3） 8.5 中期倭鏡 付着する土から推定

23 号遺跡 珠文鏡列状系（23-1） 6.0 前期倭鏡

沖ノ島［伝］

珠文鏡充塡系（伝 -9-1） 復 9.0 後期倭鏡新段階新相
双頭龍文鏡（伝 -6-2） 9.1 西晋鏡
乳脚文鏡系 6.1 後期倭鏡
乳脚文鏡系 ― 後期倭鏡

沖ノ島［推定］ 「仿製」三角縁獣文帯二神三獣鏡（伝 -6-1） 20.8 「仿製」第５段階 （伝 -7-4）と同型
斜縁神獣鏡 B 系 14.1 中期倭鏡

宮地嶽付近古墳［伝］（沖ノ島遺跡［推定］）

八鳳鏡（18-5-3） 約 18 西晋鏡（280 ～ 300 年ごろ） 花田 1999 で推定 18 号遺跡
方格規矩鏡獣文系 約 14 前期倭鏡中段階 花田 1999 で推定 18 号遺跡
画文帯同向式神獣鏡 20.7 同型鏡群 花田 1999 で推定 21 号遺跡
画象鏡系（17-18） 18.2 前期倭鏡中段階 花田 1999 で推定 21 号遺跡

宮地嶽神社境内［伝］（沖ノ島遺跡 ?） 内行花文鏡Ⅱ系 20.5 前期倭鏡中段階 花田 1999 で推定沖ノ島
〔凡例〕鏡式名・系列名のあとの括弧内表記は重住・水野・森下 2010 の番号。

表１　沖ノ島の鏡
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（
一
）
沖
ノ
島
の
倭
鏡

鏡
か
ら
沖
ノ
島
祭
祀
の
動
向
に
迫
る
に
は
、
出
土
鏡
の
主
体
を
な
し
、
か
つ
遺
跡
各

号
か
ら
比
較
的
ま
ん
べ
ん
な
く
確
認
さ
れ
る
倭
鏡
の
年
代
を
参
照
す
る
の
が
有
効
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
議
論
の
基
盤
を
整
備
す
る
た
め
に
も
、
遺
跡
各
号
か
ら
出
土
し
た
倭
鏡

の
時
期
（
３
）
を
整
理
し
た
（
表
２
）。

全
体
の
傾
向　

沖
ノ
島
で
は
一
〇
ヶ
所
も
の
遺
跡

各
号
で
古
墳
時
代
倭
鏡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
倭
鏡
の
年
代
と
い
う
点
か
ら
、
大
ま
か
に
三
つ

の
様
相
（
様
相
①
～
③
）
と
し
て
把
握
で
き
る
。
様

相
①
は
前
期
倭
鏡
の
大
型
鏡
を
主
体
と
す
る
鏡
群
構

成
で
あ
り
、
一
七
号
遺
跡
が
典
型
的
で
あ
る
。
様
相

②
は
後
期
倭
鏡
新
段
階
を
主
体
と
す
る
鏡
群
構
成
で

あ
り
、
七
号
遺
跡
を
指
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
様
相
③
は
前
期
倭
鏡
・
中
期
倭
鏡
・
後
期
倭

鏡
新
段
階
に
ば
ら
つ
く
鏡
群
構
成
で
あ
り
、
二
一
号

遺
跡
が
該
当
す
る
。

様
相
①　

前
期
倭
鏡
を
主
体
と
し
、
古
段
階
・
中

段
階
・
新
段
階
に
ま
た
が
る
鏡
群
構
成
を
示
す
。
数

量
的
に
は
古
段
階
、
新
段
階
、
中
段
階
の
順
に
多
く

な
り
、
と
り
わ
け
中
段
階
の
大
型
鏡
五
面
、
新
段
階

の
大
型
鏡
三
面
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
（
４
）
。

ま
た
、
様
相
①
に
み
る
鏡
式
の
特
徴
に
方
格
規
矩

鏡
系
や
内
行
花
文
鏡
系
が
ま
と
ま
っ
て
確
認
さ
れ
る
点
が
あ
り
（
図
１
）、
こ
の
こ
と

は
中
段
階
に
多
い
方
格
規
矩
鏡
系
や
内
行
花
文
鏡
系
の
大
型
鏡
が
目
立
つ
点
と
関
連
す

る
と
考
え
て
よ
い
。
い
わ
ば
大
型
鏡
指
向
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
そ
れ
が
多
い

中
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
れ
ら
資
料
の
占
め
る
割
合
が
高
い
の
で
あ
る
。
沖
ノ
島

表２　沖ノ島の倭鏡

出土地点 鏡式・系列 直径
（cm）

前期倭鏡 中期
倭鏡

後期倭鏡
古段階 中段階 新段階 古段階 新・古 新・新

4 号遺跡
（御金蔵）

外区片（4-1-1） 破片 ●
外区片（4-1-3） 破片 ● 4 式
珠文鏡充塡系（4-1-4） 破片 ●
外区片（4-1-5） 破片 ● 4 式

4 号遺跡［伝］
（御金蔵）

旋回式獣像鏡系（伝 -8-3） 12.2 ● 2 式
乳脚文鏡蕨手文系 11.2 ● 4 式
乳脚文鏡Ω字文系（伝 -8-2） 9.2 ● 3 式
乳脚文鏡蕨手文系（伝 -8-1） 8.9 ● 4 式

7 号遺跡
珠文鏡充塡系（7-1-2） 9.2 ● 4 式
外区片（7-3-a） 破片 ●
素文鏡系 ?（7-3-2・b） 破片

8 号遺跡 乳脚文鏡蕨手文系（8-2-1） 復 10.3 ● 4 式
方格規矩鏡渦文系（8-2-2） 14.1 ◯新相

15 号遺跡 神像鏡系（15-1） 9.2 ◯

16 号遺跡 内行花文鏡Ⅲ系（16-2-2） 6.9 ◯
素文鏡系（16-2-3） 2.8～3.0 ◯

17 号遺跡

方格規矩鏡獣文系（17-2） 27.1 ◯
方格規矩鏡獣文系（17-3） 26.1 ◯
方格規矩鏡獣文系（17-4） 22.1 ◯
方格規矩鏡渦文系（17-5） 21.5 ◯
方格規矩鏡鳥文系（17-6） 16.6 ◯
方格規矩鏡獣文系（17-7） 17.8 ◯
内行花文鏡Ⅱ系（17-8） 18.7 ◯
内行花文鏡Ⅰ系（17-9） 17.6 ◯
内行花文鏡Ⅲ系（17-10） 17.0 ◯
鼉龍鏡双胴系（17-14） 12.9 ◯新相
鼉龍鏡省略系（17-15） 23.7 ◯
分離式神獣鏡 A 系（17-16） 16.7 ◯新相
斜縁獣像鏡系（17-17） 10.0 ◯
画象鏡系（17-18） 22.0 ◯
斜縁神獣鏡 A 系（17-19） 16.4 ◯
斜縁獣像鏡系（17-21） 15.0 ◯

18 号遺跡 獣像鏡 A 系？（18-5-1） 破片 ◯

18 号遺跡
［推定］

方格規矩鏡四神文系（伝 --4） 25.3 ◯
内行花文鏡Ⅲ系 10.0 ◯
捩文鏡羽文系 7.9 ◯
素文鏡系（21-2-2） 3.5～3.9 ―

19 号遺跡 内行花文鏡Ⅱ系（19-1） 24.8 ◯

21 号遺跡

乳脚文鏡Ω字文系
（21-1-2・21-1-b・21-2-b） 11.7 ● 4 式

捩文鏡獣毛文系（21-1-3） 13.0 ◯
鳥頭四獣鏡 B 系（伝 -7-1） 12.1 ◯
渦文鏡 B 系（伝 -7-3） 8.5 ◯

23 号遺跡 珠文鏡列状系（23-1） 6.0 ◯
〔凡例〕鏡式名・系列名のあとの括弧内は重住・水野・森下 2010 の番号。倭鏡の区分は本文註（３）を参照のこと。
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に
み
る
こ
の
大
型
鏡
指
向
は
様
相
①
に
顕
著

で
あ
り
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
セ
ッ
ト
を
な
す

傾
向
を
示
す
こ
と
と
も
整
合
す
る
。
な
お
、

様
相
①
は
大
型
鏡
を
指
向
す
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
中
型
鏡
さ
ら
に
は
小
型
鏡
に
お

よ
ぶ
多
彩
な
鏡
を
構
成
に
含
む
点
も
特
徴
的

と
い
え
よ
う
。

で
は
、
様
相
①
の
倭
鏡
に
み
る
時
期
幅
の

存
在
に
つ
い
て
は
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
（e.g.

下
垣
二
〇
二
二
：
一
〇
四
―

一
一
二
）。
一
つ
は
、
複
数
回
の
「
奉
献
」

行
為
の
累
積
に
よ
っ
て
古
段
階
か
ら
新
段
階

に
至
る
ま
で
の
鏡
群
構
成
が
形
成
さ
れ
た
と

す
る
理
解
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
一
つ
が
、

古
段
階
か
ら
新
段
階
ま
で
の
鏡
群
が
一
括
し

て
限
ら
れ
た
時
期
に
「
奉
献
」
さ
れ
た
結
果

と
み
る
理
解
で
あ
る
（
原
田
一
九
六
一
ａ
：

二
五
、
岡
崎
一
九
七
九
ａ
な
ど
）。
そ
こ
で

こ
の
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
複
数
時
期
の

倭
鏡
が
み
ら
れ
る
一
七
号
遺
跡
の
出
土
状
況

を
確
認
す
る
（
原
田
一
九
六
一
ａ
：
一
二
―

二
七
）。
以
下
に
ま
ず
、
報
告
書
に
み
え
る

図１　17 号遺跡（様相①）にみる方格規矩鏡系・内行花文鏡系倭鏡の卓越〔縮尺不同〕
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注
目
す
べ
き
点
を
列
挙
す
る
。

・
五
号
鏡
（
八
鳳
鏡
：
一
七
―
一
）
以
外
の
二
〇
面
が
鏡
面
を
上
に
し
て
重
な
り
を
も
っ
て

集
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

・
方
格
規
矩
鏡
系
の
な
か
で
も
最
大
径
の
七
号
鏡
（
一
七
―
二
）
が
最
上
部
か
ら
、
最
下
部

か
ら
も
方
格
規
矩
鏡
系
が
出
土
し
た
こ
と
。

・
方
格
規
矩
鏡
系
、
内
行
花
文
鏡
系
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
同
一
鏡
式
が
近
接
し
て
出
土
し

た
こ
と
。

・
刀
剣
が
二
〇
・
二
一
号
鏡
の
上
面
に
配
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
状
況
で
出
土
し
、
原
位
置

か
ら
大
き
な
移
動
が
想
定
さ
れ
な
い
こ
と
。

・
車
輪
石
が
鏡
と
鏡
の
間
に
配
置
さ
れ
、
か
つ
一
三
号
鏡
上
の
二
号
車
輪
石
が
破
損
し
て
い

た
も
の
の
ほ
ぼ
原
位
置
を
と
ど
め
る
状
態
で
出
土
し
た
こ
と
。

く
わ
え
て
、
倭
鏡
の
時
期
と
出
土
状
況
の
対
応
を
み
る
と
（
図
２
）、
最
下
部
の
二
〇
号
鏡

（
一
七
―
一
五
）
な
ら
び
に
二
一
号
鏡
（
一
七
―
五
）
は
、
い
ず
れ
も
前
期
倭
鏡
新
段
階
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、時
期
的
に
古
相
を
示
す
三
面
の
出
土
位
置
を
み
る
と
、九
号
鏡
（
一
七

―
一
七
）
は
比
較
的
上
部
か
ら
、
一
五
号
鏡
（
一
七
―
九
）
は
中
位
か
ら
、
六
号
鏡
（
一
七
―

一
七
）
は
下
位
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
時
期
的
に
も
っ
と
も
新
相
を
示
す
一
四
号
鏡
（
一
七
―

一
四
）
は
中
位
か
ら
、三
号
鏡
（
一
七
―
一
六
）
も
中
位
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

一
七
号
遺
跡
で
は
鏡
の
新
古
と
出
土
位
置
に
は
相
関
関
係
が
み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
出
土
状
況
と
倭
鏡
の
時
期
の
つ
き
あ
わ
せ
か
ら
は
、
一
七
号
遺
跡
で
は
限
ら
れ
た
時

期
に
鏡
が
一
括
し
て
集
積
さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
倭
鏡
の
構
成
か

ら
そ
の
集
積
行
為
が
な
さ
れ
た
時
期
は
鏡
群
の
最
新
相
を
示
す
前
期
倭
鏡
新
段
階
新
相
以
降
と

な
り
、
古
墳
時
代
の
相
対
編
年
（
５
）
に
お
い
て
は
中
期
前
葉
古
相
（
広
域
編
年
Ⅵ
期
）
に
比
定

図２　沖ノ島 17 号遺跡における鏡の出土状況〔鏡は縮尺不同〕

5



で
き
る
（
岩
本
二
〇
二
〇
ａ
・
二
〇
二
二
）。

様
相
②　

後
期
倭
鏡
で
も
新
段
階
の
鏡
を
主
体
と
し
、小
型
鏡
以
下
を
中
心
と
す
る
。

時
期
的
に
は
後
期
倭
鏡
新
段
階
で
も
新
相
の
例
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
（
図
３
）。

後
期
倭
鏡
新
段
階
古
相
は
古
墳
時
代
中
期
後
葉
新
相
（
Ⅺ
期
）
か
ら
、
後
期
倭
鏡
新
段

階
新
相
は
後
期
前
葉
古
相
（
Ⅻ
期
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
古
墳
へ
の
副
葬
が
は
じ
ま
る
。

様
相
②
に
お
い
て
は
、
後
期
倭
鏡
新
段
階
で
も
最
新
相
を
示
す
例
が
主
体
を
占
め
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
後
期
中
葉
新
相
以
降
（

≒

陶
邑
Ｔ
Ｋ
一
〇
型
式
新
相
段
階
）
に
副
葬
さ

れ
は
じ
め
、
中
心
的
な
副
葬
時
期
は
後
期
後
葉
（

≒

陶
邑
Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
段
階
）
に
あ

る
（
岩
本
二
〇
二
三
ａ
）。
そ
の
ほ
か
の
器
物
の
年
代
や
出
土
状
況
か
ら
遺
跡
各
号
に

お
け
る
「
奉
献
」
行
為
が
複
数
回
に
お
よ
ぶ
の
か
、
一
回
に
限
定
さ
れ
る
も
の
な
の
か

を
明
確
に
は
し
が
た
い
が
（
６
）
、
倭
鏡
の
構
成
に
お
い
て
は
後
期
後
葉
を
中
心
と
し
た

時
期
に
「
奉
献
」
行
為
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
み
と
め
う
る
。

様
相
③　

前
期
倭
鏡
・
中
期
倭
鏡
・
後
期
倭
鏡
新
段
階
の
鏡
が
併
存
す
る
（
図
４
）。

様
相
①
と
様
相
②
の
要
素
を
み
い
だ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
遺
跡
各
号
で
は
確
認

で
き
な
い
中
期
倭
鏡
の
存
在
が
ひ
と
き
わ
注
目
さ
れ
る
。
中
期
倭
鏡
は
伝
資
料
に
さ
ら

に
一
面
あ
り
、
総
数
が
三
面
と
少
な
い
な
が
ら
も
そ
の
時
期
に
あ
た
る
「
奉
献
」
行
為

が
沖
ノ
島
で
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

様
相
③
は
段
階
的
か
つ
長
期
に
お
よ
ぶ
倭
鏡
の
構
成
で
あ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

古
墳
出
土
鏡
で
は
異
な
る
時
期
の
鏡
が
同
時
に
副
葬
さ
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
が
、

様
相
③
の
よ
う
に
段
階
的
か
つ
こ
れ
ほ
ど
長
期
に
お
よ
ぶ
鏡
群
が
一
括
副
葬
さ
れ
る
例

は
ほ
か
に
現
状
で
は
み
あ
た
ら
な
い
。し
た
が
っ
て
、様
相
③
は
前
期
倭
鏡
、中
期
倭
鏡
、

後
期
倭
鏡
新
段
階
新
相
の
三
つ
の
時
期
の
累
積
と
評
価
し
う
る
余
地
が
あ
り
、
単
一
時

図３　様相②の後期倭鏡新段階鏡群〔縮尺不同〕
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期
の
「
奉
献
」
行
為
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、

三
つ
の
時
期
は
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
。
ま
ず
前
期
倭
鏡
段

階
は
、
様
相
①
と
の
関
係
か
ら
古
墳
時
代
中
期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
に
比
定

し
う
る
。
そ
し
て
中
期
倭
鏡
段
階
は
、
中
期
倭
鏡
が
古
墳
に
お
い
て
は
中
期

前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
に
副
葬
が
は
じ
ま
り
、
中
期
中
葉
新
相
（
Ⅸ
期
）
ご
ろ

ま
で
は
副
葬
例
が
一
定
数
は
目
立
つ
こ
と
か
ら
（e.g.

岩
本
二
〇
二
二
）、
こ

の
時
期
幅
で
と
ら
え
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
期
倭
鏡
新
段
階

新
相
の
段
階
は
、
様
相
②
で
も
述
べ
た
よ
う
に
後
期
後
葉
（

≒

Ｔ
Ｋ
四
三
型

式
段
階
）
を
中
心
と
し
た
時
期
を
想
定
で
き
る
。

な
お
、
様
相
③
に
は
二
一
号
遺
跡
が
該
当
し
、
そ
の
形
成
年
代
を
限
ら
れ

た
時
期
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
定
説
的
な
見
方
（
松
本
一
九
七
九
）
と
、
あ
る

程
度
の
時
間
幅
に
お
い
て
な
さ
れ
た
複
数
回
の
「
奉
献
」
行
為
の
累
積
と
す

る
見
方
（
花
田
二
〇
一
二
：
三
九
、e.g.

篠
原
二
〇
一
一
）
と
が
あ
る
（
７
）
。

鏡
の
構
成
を
み
る
か
ぎ
り
は
、
二
一
号
遺
跡
の
形
成
は
後
者
の
見
解
の
よ
う

に
複
数
時
期
に
お
よ
ぶ
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

（
二
）
沖
ノ
島
の
三
角
縁
神
獣
鏡

沖
ノ
島
で
は
特
徴
的
な
三
角
縁
神
獣
鏡
の
出
土
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
東

ア
ジ
ア
史
的
な
観
点
か
ら
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
時
期
を
と
ら
え
る
う
え
で
き

わ
め
て
重
要
な
知
見
を
も
た
ら
す
。
論
点
の
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
倭
鏡

の
様
相
①
の
評
価
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
の
で
あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
て
お

こ
う
（
表
３
）。

図４　様相③にみる前期倭鏡・中期倭鏡・後期倭鏡の併存〔縮尺 1:2〕
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終
焉
段
階
鏡
群
の
量
的
出

土　
　

沖
ノ
島
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
最
大
の
特
色

は
、「
仿
製
」
三
角
縁
神
獣
鏡
の

第
四
・
五
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
終
焉
段
階
鏡
群
の

存
在
に
つ
き
る
（
図
５
）（
岩
本

二
〇
〇
五
・
二
〇
二
〇
ａ
）。
こ
の

終
焉
段
階
鏡
群
を
出
土
し
た
古
墳

は
、
伝
出
土
を
含
め
る
と
近
畿
地

方
の
縁
辺
部
を
中
心
に
一
二
基
が

こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、

ほ
か
の
中
国
鏡
や
倭
鏡
と
の
共
伴

例
は
み
と
め
ら
れ
る
も
の
の
、
三

角
縁
神
獣
鏡
は
一
面
の
み
の
副
葬

に
と
ど
ま
る
傾
向
を
示
す
。
ま
た
、

終
焉
段
階
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
総

数
は
三
七
面
を
数
え
（
８
）
、
沖
ノ
島

遺
跡
で
は
そ
の
う
ち
の
七
面
、
じ

つ
に
全
体
の
約
一
九
％
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
沖

ノ
島
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
三
角
縁

神
獣
鏡
は
総
数
一
三
面
あ
り
、
そ
の
う
ち
五
三
・
八
％
が
終
焉
段
階
鏡
群
と
な
る
が
、

三
角
縁
神
獣
鏡
全
体
に
占
め
る
終
焉
段
階
鏡
群
の
割
合
は
六
・
八
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ

れ
ら
の
数
量
的
な
デ
ー
タ
か
ら
も
、
沖
ノ
島
遺
跡
に
お
け
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
終
焉
段

階
鏡
群
の
量
的
出
土
は
き
わ
め
て
特
徴
的
か
つ
特
異
な
現
象
な
の
で
あ
る
。

こ
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
み
る
終
焉
段
階
鏡
群
へ
の
偏
在
は
、
沖
ノ
島
で
三
角

縁
神
獣
鏡
が
お
も
に
確
認
さ
れ
た
Ｉ
号
巨
岩
周
辺
の
一
六
・
一
七
・
一
八
号
遺
跡

の
形
成
時
期
と
不
可
分
で
は
な
い
。
一
六
号
遺
跡
で
二
四
九
鏡
の
一
面
、
一
七

号
遺
跡
で
二
四
四
・
二
五
三
鏡
の
二
面
、
一
八
号
遺
跡
（
推
定
品
を
含
む
）
で

二
四
〇
・
二
四
九
・
二
五
五
鏡
の
三
面
が
集
中
的
に
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
「
奉

献
」
行
為
の
ピ
ー
ク
が
み
と
め
ら
れ
る
。
終
焉
段
階
鏡
群
は
古
墳
時
代
中
期
前
葉
古
相

（
Ⅵ
期
）
に
古
墳
へ
の
副
葬
時
期
を
想
定
で
き
、
そ
の
暦
年
代
は
鏡
の
製
作
年
代
な
ら

び
に
馬
具
の
製
作
年
代
と
韓
半
島
南
部
地
域
と
の
併
行
関
係
の
整
理
に
よ
っ
て
四
世
紀

第
４
四
半
期
ご
ろ
と
推
定
で
き
る
（
岩
本
二
〇
二
〇
ａ
）。
こ
こ
で
は
、
三
角
縁
神
獣

鏡
の
終
焉
段
階
鏡
群
が
出
土
し
た
Ｉ
号
巨
岩
周
辺
の
一
六
・
一
七
・
一
八
号
遺
跡
の
形
成

ピ
ー
ク
が
古
墳
編
年
上
の
中
期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
暦
年
代
が
四

世
紀
第
４
四
半
期
ご
ろ
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

終
焉
段
階
に
先
行
す
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
評
価　
　

沖
ノ
島
遺
跡
に
お
い
て
は
終
焉

段
階
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
量
的
に
出
土
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
よ
り
古
相
を
示
す
三
角
縁

神
獣
鏡
も
少
数
な
が
ら
確
認
で
き
る
（
図
６
）。
そ
れ
で
は
、
終
焉
段
階
に
先
行
す
る

三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
い
か
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
の
倭
鏡
の
項
で

も
同
様
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
が
、
終
焉
段
階
鏡
群
に
先
行
す
る
三
角
縁
神
獣
鏡
を
根

拠
に
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
時
期
が
遡
上
す
る
可
能
性
が
な
い
の
か
を
こ
こ
で
も
確
認
し

出土地点 鏡番号 鏡式・系列 直径
（cm） 配置 系統 鏡群 位置づけ

4 号遺跡（御金蔵）［伝］ 124 三角縁波文帯三神三獣鏡（伝 -3） 21.6 K1 表現⑪ 舶載 K2 群 舶載第５段階
16 号遺跡 249 「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（16-1） 20.6 K1 系統Ⅲ「仿製」I 群 「仿製」第４段階

17 号遺跡
204 「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（17-11） 24.3 K2 系統Ⅰ「仿製」D1 群「仿製」第１段階
244 「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（17-12） 21.6 K1 系統Ⅲ「仿製」J 群 「仿製」第５段階
253 「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（17-13） 20.0 K1 変 系統Ⅲ「仿製」J 群 「仿製」第５段階

18 号遺跡

91 三角縁・天・王・日・月・獣文帯二神二獣鏡（18-1） 22.1 J1 表現⑤ 舶載 F2 群 舶載第２段階
不明 外区片・内区片（18-5-2） 破片 ― ― ― ―
237 「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（18-4） 21.1 K1 系統Ⅱ「仿製」G 群 「仿製」第３段階
240 「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（18-3） 23.4 K1 系統Ⅲ「仿製」I 群 「仿製」第４段階
249 「仿製」三角縁唐草文帯三神三獣鏡（18-2） 20.6 K1 系統Ⅲ「仿製」I 群 「仿製」第４段階

18 号遺跡［推定］ 214 「仿製」三角縁獣文帯三神三獣鏡（伝 -5） 22.1 K2 系統Ⅰ「仿製」E 群 「仿製」第３段階
255 「仿製」三角縁獣文帯二神三獣鏡（伝 -7-4） 破片 K1 変 系統Ⅲ「仿製」J 群 「仿製」第５段階

沖ノ島［推定］ 255 「仿製」三角縁獣文帯二神三獣鏡（伝 -6-1） 20.8 K1 変 系統Ⅲ「仿製」J 群 「仿製」第５段階
〔凡例〕鏡番号は三角縁神獣鏡目録の番号（岩本 2020b）。配置は神獣像配置分類（小林 1971）。系統は神獣像表現の異同を記し、舶載鏡については岸本直文による
分類（岸本 1989）、「仿製」鏡は筆者分類（岩本 2003）に依拠する。鏡群および位置づけは筆者分類と時期比定を記す（岩本 2020a）。トーンは終焉段階鏡群。

表３　沖ノ島の三角縁神獣鏡
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図５　三角縁神獣鏡における終焉段階鏡群の卓越〔縮尺不同〕
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て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
七
号
遺
跡
で
は
、
終
焉
段
階
鏡
群
の
二
面
（
二
四
四
・
二
五
三
鏡
）

と
と
も
に
「
仿
製
」
第
一
段
階
の
二
四
四
鏡
が
重
ね
ら
れ
て
出
土
し
て

い
る
（
原
田
一
九
六
一
ａ
：
一
九
）。
こ
の
出
土
状
況
か
ら
は
、
一
括

し
て
三
角
縁
神
獣
鏡
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｉ
号
巨
岩
周
辺
の
遺
跡
各
号
の
形
成
ピ
ー
ク
と
み
ら
れ
る
中
期
前
葉
古

相
（
Ⅵ
期
）
の
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
「
仿
製
」
第
一
段
階
の
例
は
、
奈

良
県
佐
味
田
宝
塚
古
墳
や
岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
に
も
あ
り
、
こ
れ
ら

の
古
墳
副
葬
鏡
が
倭
鏡
の
構
成
に
お
い
て
も
一
七
号
遺
跡
と
共
通
性
を

指
摘
で
き
る
点
は
示
唆
的
で
あ
る
（e.g.

辻
田
二
〇
〇
七
：
三
三
四
―

三
三
七
・
二
〇
一
九
：
二
四
六
―
二
五
四
、
下
垣
二
〇
一
八
）。
以
上
の

状
況
か
ら
、
時
期
幅
の
あ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
が
一
括
「
奉
献
」
さ
れ
た

可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
る
。

一
八
号
遺
跡
で
は
、
沖
ノ
島
で
も
も
っ
と
も
古
相
の
三
角
縁
神
獣
鏡

が
出
土
し
て
い
る
。
舶
載
第
二
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
九
一
鏡
で
あ

る
。
ま
た
、
終
焉
段
階
鏡
群
よ
り
わ
ず
か
に
先
行
す
る
例
と
し
て
「
仿

製
」
第
三
段
階
の
二
三
七
鏡
が
あ
る
。
ま
ず
、
舶
載
第
二
段
階
の
鏡
は

出
土
例
全
体
の
二
三
％
が
「
伝
世
」
（
９
）
例
で
あ
り
、
Ｉ
号
巨
岩
周
辺

の
遺
跡
各
号
の
形
成
ピ
ー
ク
と
み
ら
れ
る
中
期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
と

同
時
期
の
古
墳
か
ら
も
二
〇
面
近
く
が
出
土
し
て
い
る
。ま
た
、「
仿
製
」

第
三
段
階
の
例
は
前
期
後
半
新
相
（
Ⅴ
期
）
に
副
葬
が
開
始
す
る
の
で
、

中
期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
で
の
沖
ノ
島
へ
の
「
奉
献
」
は
短
期
間
の
保

図６　終焉段階に先行する三角縁神獣鏡〔縮尺不同〕
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有
で
も
生
じ
う
る
。
一
八
号
遺
跡
で
は
九
一
鏡
と
終
焉
段
階
鏡
群
を
含
め
た
四
面
の
鏡

が
岩
下
に
列
状
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
の
証
言
が
残
さ
れ
て
お
り
（
原
田
一
九
六
一

ｂ
）、限
ら
れ
た
時
期
の
「
奉
献
」
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
出
土
状
況
が
明
ら
か
な
例
は
限
ら
れ
る
が
、
沖
ノ
島
出
土
の
三
角

縁
神
獣
鏡
に
は
短
期
と
は
い
い
が
た
い
時
期
差
が
あ
り
な
が
ら
も
、そ
れ
ら
が
「
奉
献
」

さ
れ
た
時
期
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
沖
ノ
島

祭
祀
の
上
限
は
や
は
り
古
墳
編
年
上
の
中
期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
に
あ
り
、
四
世
紀
第

４
四
半
期
の
な
か
で
理
解
し
う
る
こ
と
を
追
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
　
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
遺
跡
の
動
向

先
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
祭
祀
の
動
向
を
整
理
す
る
。
同

様
の
試
み
は
す
で
に
下
垣
仁
志
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
（
下
垣
二
〇
一
八
）、

筆
者
の
理
解
と
は
若
干
の
違
い
も
あ
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
先
行
研
究
の
多
く
も

含
め
る
と
、
細
か
な
部
分
で
そ
れ
ぞ
れ
に
認
識
差
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
諸

見
解
を
相
対
化
さ
せ
つ
つ
記
述
を
す
す
め
よ
う
。

沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
〔
第
一
期
：
成
立
期
〕　

い
さ
さ
か
迂
遠
な
検
討
に
よ
っ
て
追

認
し
た
よ
う
に
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
は
一
七
・
一
八
号
遺
跡
の
形
成
段
階
と
み
て
よ

い
。
し
か
し
、
そ
の
古
墳
時
代
に
お
け
る
相
対
編
年
上
の
位
置
づ
け
に
は
こ
れ
ま
で
も

論
者
に
よ
っ
て
微
妙
な
認
識
の
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
第
二
次
調
査
の
報
告
で

は
、
例
示
さ
れ
た
諸
古
墳
と
の
関
係
か
ら
一
七
号
遺
跡
を
古
墳
時
代
前
期
後
半
新
相

（
Ⅴ
期
）
ご
ろ
に
位
置
づ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
原
田
一
九
六
一
ａ
）。
ま
た
、
第
三

次
調
査
の
報
告
段
階
で
は
、「
仿
製
」
三
角
縁
神
獣
鏡
・
大
型
倭
鏡
・
腕
輪
形
石
製
品

な
ど
か
ら
大
ま
か
に
前
期
後
半
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
（
岡

崎
一
九
七
九
ｂ
）。
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
三
角
縁
神
獣
鏡
お
よ
び
古
墳
の
編
年
研
究
が

進
展
し
た
結
果
、
鏡
群
構
成
や
遺
物
組
成
か
ら
一
七
・
一
八
号
遺
跡
の
形
成
時
期
は
帯

金
式
甲
冑
の
出
現
時
期
と
重
な
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
大
賀

二
〇
〇
二
、
森
下
二
〇
〇
五
、
岩
本
二
〇
〇
五
・
二
〇
二
〇
ａ
、
白
石
二
〇
一
一
）。

こ
の
よ
う
に
、
相
対
編
年
上
の
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
近
年
の
諸
見

解
は
基
本
的
に
一
致
す
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
暦
年
代
に
つ
い
て
は
な
お
ず
れ
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
白
石
太
一
郎
が
四
世
紀
中
葉
か
ら
第
３
四
半
期
（
白
石
二
〇
一
一
）、

下
垣
仁
志
も
四
世
紀
第
３
四
半
期
に
沖
ノ
島
の
形
成
年
代
を
想
定
す
る
が
（
下
垣

二
〇
一
八
）、
筆
者
は
四
世
紀
第
４
四
半
期
と
み
る
（
岩
本
二
〇
二
〇
ａ
）。
四
世
紀

第
３
四
半
期
説
は
須
恵
器
の
出
現
時
期
を
一
部
の
年
輪
年
代
資
料
（
10
）
に
も
と
づ
き
四

世
紀
第
４
四
半
期
に
比
定
す
る
た
め
、
そ
れ
に
と
も
な
い
中
期
の
開
始
年
代
を
遅
く

と
も
四
世
紀
第
３
四
半
期
に
遡
上
さ
せ
る
（
白
石
二
〇
一
一
）。
し
か
し
、
前
期
後
半

古
相
（
Ⅳ
期
）
は
交
差
年
代
に
よ
っ
て
金
官
加
耶
Ⅲ
段
階
（
11
）
と
接
点
を
も
ち
（
岩
本

二
〇
一
六
）、
金
官
加
耶
Ⅲ
段
階
は
三
燕
系
の
各
種
金
工
品
か
ら
四
世
紀
第
２
四
半
期

に
比
定
で
き
る
（
沈
二
〇
一
三
・
二
〇
一
六
）。
そ
し
て
、
前
期
後
半
新
相
（
Ⅴ
期
）
が

や
は
り
交
差
年
代
に
よ
っ
て
金
官
加
耶
Ⅳ
段
階
に
ほ
ぼ
併
行
し
（
岩
本
二
〇
一
六
）、

金
官
加
耶
Ⅳ
段
階
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
馬
具
か
ら
そ
の
年
代
は
四
世
紀
第
３
四
半
期

ご
ろ
と
大
ま
か
に
推
定
し
う
る
（
諫
早
二
〇
〇
八
）。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
列
島
と
韓

半
島
南
部
と
の
併
行
関
係
を
矛
盾
な
く
把
握
で
き
、
か
つ
韓
半
島
南
部
に
お
い
て
一
定

数
の
暦
年
代
資
料
が
存
在
す
る
状
況
か
ら
は
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
時
期
と
な
る
中
期
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前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
を
四
世
紀
第
３
四
半
期
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

後
続
す
る
中
期
前
葉
新
相
（
Ⅶ
期
）
が
金
官
加
耶
Ⅵ
段
階
と
併
行
す
る
こ
と
は
陶
質
土

器
や
馬
具
か
ら
も
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
岩
本
二
〇
二
二
）、
馬
具
か
ら
そ
の

年
代
が
四
世
紀
末
を
下
る
こ
と
は
確
実
な
た
め
（
諫
早
二
〇
〇
八
）、
や
は
り
中
期
前

葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
は
四
世
紀
第
４
四
半
期
の
な
か
で
と
ら
え
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
年
代
を
四
世
紀
第
４
四
半
期
と
す
る
見
方
が
、
東
ア

ジ
ア
の
考
古
資
料
全
体
を
も
っ
と
も
整
合
的
に
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

沖
ノ
島
祭
祀
の
変
質
〔
第
二
期
：
変
質
期
〕　

複
数
面
の
中
期
倭
鏡
が
確
実
に
存
在

し
て
お
り
、
中
期
前
葉
か
ら
中
葉
（
Ⅵ
～
Ⅸ
期
）
に
「
奉
献
」
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
中
期
倭
鏡
は
前
期
倭
鏡
に
比
べ
る
と
面
数
が
圧
倒
的
に
少
な

く
（
二
一
号
遺
跡
で
二
面
）、
一
七
・
一
八
号
遺
跡
な
ど
Ｉ
号
巨
岩
周
辺
で
お
こ
な
わ
れ

た
「
奉
献
」
行
為
と
は
内
容
は
も
と
よ
り
背
景
を
も
異
に
す
る
可
能
性
が
高
い
。

い
っ
ぽ
う
で
、
七
・
八
・
二
一
号
号
遺
跡
で
は
同
型
鏡
群
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
こ
の
時
期
に
該
当
す
る
可
能
性
は
あ
る
（e.g.

小
田
二
〇
一
二
、
辻
田

二
〇
一
二
・
二
〇
一
八
）。
し
か
し
、
同
型
鏡
群
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
第
三
期

と
の
関
連
性
を
考
え
た
ほ
う
が
、
出
土
鏡
全
体
の
様
相
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
。

な
お
、
下
垣
仁
志
は
第
二
期
を
「
停
滞
期
」
と
し
、
鏡
を
用
い
た
祭
祀
が
細
々
で
は

あ
る
が
継
続
し
て
い
た
と
み
る
（
下
垣
二
〇
一
八
）。

沖
ノ
島
祭
祀
の
再
興
〔
第
三
期
：
再
興
期
〕　

鏡
の
「
奉
献
」
行
為
が
ふ
た
た
び
活

性
化
す
る
の
は
、
後
期
倭
鏡
新
段
階
の
時
期
で
あ
る
。
遺
跡
各
号
に
お
け
る
鏡
の
構
成

を
み
る
と
、
あ
き
ら
か
に
後
期
倭
鏡
新
段
階
の
な
か
で
も
最
新
相
の
資
料
が
多
く
、
こ

こ
に
ピ
ー
ク
が
み
と
め
ら
れ
る
。
後
期
倭
鏡
新
段
階
古
相
の
例
も
含
め
て
、
後
期
倭
鏡

新
段
階
新
相
の
時
期
に
ま
と
ま
っ
た
数
の
鏡
が
「
奉
献
」
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
同
型
鏡
群
が
確
認
さ
れ
て
い
る
七
・
八
・
二
一
号
遺
跡
で
は
、
い
ず
れ
も
後
期
倭

鏡
新
段
階
新
相
の
鏡
が
出
土
し
て
お
り
、
同
型
鏡
群
と
後
期
倭
鏡
新
段
階
新
相
鏡
群
と

の
時
期
的
な
親
和
性
を
よ
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（cf.

小
田
二
〇
一
二
、
辻
田

二
〇
一
二
・
二
〇
一
八
）。
そ
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
後
期
倭
鏡
新
段
階
で
も
最
新

相
の
鏡
の
中
心
的
な
副
葬
時
期
は
後
期
後
葉
（

≒

Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
段
階
）
に
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
祭
祀
の
再
興
は
古
墳
時
代
後
期
後
葉
の
事
象
と
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
。

小
　
結　

以
上
、
出
土
鏡
の
様
相
に
も
と
づ
き
、
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
祭
祀
の
展
開

を
大
ま
か
に
三
つ
の
時
期
と
し
て
把
握
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
は
必
ず
し
も
先
行

研
究
の
理
解
と
は
合
致
し
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
二
一
号
遺
跡
の
評
価
の
違
い
に

つ
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
評
価
は
沖
ノ
島
祭
祀
に
お
け
る
同
型
鏡
群
の
位
置
づ
け
と

も
密
接
に
か
か
わ
る
。
具
体
的
に
は
、
下
垣
仁
志
は
本
稿
の
第
三
期
に
あ
た
る
時
期

を
「
復
興
期
」
と
す
る
が
、
そ
の
時
期
を
中
期
後
葉
新
相
（
Ⅺ
期
）
と
し
、
同
型
鏡
群

の
出
現
時
期
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
（
下
垣
二
〇
一
八
）。
あ
る
い
は
、
辻
田
淳
一
郎
は

二
一
号
遺
跡
と
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
の
関
係
性
を
高
く
み
て
、
そ
の
時
期
を
お
お
よ
そ
中

期
中
葉
新
相
（
Ⅸ
期
）
と
し
、
同
型
鏡
群
の
出
現
時
期
を
も
古
く
と
ら
え
る
（
辻
田

二
〇
一
八
）。
辻
田
の
理
解
で
は
、
二
一
号
遺
跡
の
同
型
鏡
群
は
第
二
期
に
位
置
づ
け

る
こ
と
に
な
り
、そ
こ
に
も
沖
ノ
島
祭
祀
の
一
時
的
な
勃
興
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
実
態
に
迫
る
う
え
で
二
一
号
遺
跡
の
評
価
は
き
わ
め
て

重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
再
検
討
は
喫
緊
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
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三
　
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
祭
祀
の
主
体

そ
れ
で
は
、
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
祭
祀
の
展
開
と
し
て
示
し
た
三
つ
の
時
期
の
背
景

に
迫
る
た
め
、
各
時
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
の
主
体
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し

よ
う
。
そ
の
際
、
と
り
わ
け
宗
像
地
域
の
古
墳
の
築
造
動
態
と
の
対
比
に
も
と
づ
い
て

沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
在
地
勢
力
の
か
か
わ
り
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と

と
す
る
。

鏡
の
「
伝
世
」
と
成
立
期
祭
祀
の
主
体　

沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
の
問
題
は
、
鏡
の

「
伝
世
」
と
無
関
係
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
を
中

期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
と
す
る
な
ら
ば
、
倭
鏡
に
せ
よ
三
角
縁
神
獣
鏡
に
せ
よ
数
は
多

く
な
い
が
、「
伝
世
」
し
た
鏡
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
鏡
の
「
伝
世
」
に
つ
い
て

は
、
製
作
後
ス
ム
ー
ズ
に
授
受
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
的
な
あ
り
方
で
あ
る
た
め
、
各
地

の
地
域
社
会
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
理
解
が
趨
勢
を
占
め
る
（
小
林
一
九
五
五
、
森

下
一
九
九
八
・
二
〇
二
二
、下
垣
二
〇
〇
三
ｂ
・
二
〇
一
三
な
ど
）。し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、

こ
の
理
解
は
配
布
元
で
あ
る
倭
王
権
周
辺
で
の
「
伝
世
」
を
小
さ
く
み
つ
も
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
場
合
、
第
一
期
に
お
け
る
沖
ノ
島
の
鏡
群
構
成
に
つ
い
て
は
、
古
相
を
示

す
鏡
が
地
域
社
会
で
「
伝
世
」
し
た
の
ち
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
も
た
ら
さ
れ
た
鏡
と
と

も
に
「
奉
献
」
さ
れ
た
か
、
王
権
に
よ
る
複
数
回
に
お
よ
ぶ
鏡
の
「
奉
献
」
の
累
積
と

す
る
評
価
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
方
が
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
特
定
鏡
式
の
大
型
鏡
が
集
積
さ
れ
る
状
況
は
、
保
有

対
象
の
選
択
に
偶
然
が
つ
き
ま
と
う
地
域
社
会
で
の
「
伝
世
」
の
累
積
で
は
説
明
し
づ

ら
く
、
ま
た
新
古
の
鏡
が
一
括
し
て
配
置
さ
れ
た
出
土
状
況
は
複
数
回
の
「
奉
献
」
と

そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
伝
世
」
さ
れ
た
鏡
が
第
一
期
の
沖
ノ
島

祭
祀
で
一
括
「
奉
献
」
さ
れ
る
に
は
、
倭
王
権
周
辺
で
の
恒
常
的
な
鏡
の
ス
ト
ッ
ク
形

成
を
考
慮
す
る
の
が
も
っ
と
も
無
理
が
な
い
の
で
あ
る
。

成
立
期
前
後
に
お
け
る
周
辺
古
墳
の
鏡
副
葬　

成
立
期
に
お
け
る
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の

在
地
勢
力
の
直
接
的
な
関
与
を
積
極
的
に
は
評
価
せ
ず
、
王
権
の
主
導
に
よ
る
も
の
と

す
る
理
解
は
、
こ
の
時
期
の
北
部
九
州
に
お
け
る
大
型
鏡
の
不
在
傾
向
か
ら
導
出
さ
れ

た
（
辻
田
二
〇
〇
七
、e.g.

岡
崎
一
九
七
九
ｂ
な
ど
）。
こ
の
見
方
は
、
先
に
述
べ
た

鏡
の
「
伝
世
」
を
背
景
と
し
た
王
権
の
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
直
接
的
関
与
を
高
く
み
る
想

定
と
も
調
和
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
沖
ノ
島
祭
祀
成
立
期
の
宗
像
地
域
の
古
墳
出
土
鏡
、
つ
ま
り
中
期
前
葉
古

相
（
Ⅵ
期
）
前
後
ま
で
の
例
を
確
認
し
て
み
る
と
（
表
４
）、
墳
丘
規
模
二
〇
ｍ
級
以

下
の
小
規
模
墳
で
は
径
一
〇
㎝
以
下
の
鏡
が
、
墳
丘
規
模
三
〇
ｍ
級
の
中
規
模
墳
で
は

径
一
五
㎝
未
満
の
小
型
鏡
が
副
葬
さ
れ
、
い
ず
れ
も
保
有
量
は
一
面
に
と
ど
ま
る
傾
向

を
確
認
で
き
る
（
図
７
）。
し
か
も
、
沖
ノ
島
祭
祀
成
立
期
の
宗
像
地
域
の
中
心
的
墓

域
と
な
る
津
屋
崎
古
墳
群
で
は
古
墳
の
築
造
そ
の
も
の
が
や
や
低
調
と
い
わ
ざ
る
を
得

ず
（e.g.

池
ノ
上
・
花
田
二
〇
〇
〇
、
重
藤
二
〇
一
一
・
二
〇
一
八
な
ど
）、
卓
越
し
た

規
模
を
誇
る
古
墳
の
存
在
を
確
実
視
で
き
な
い（
図
８
）。こ
う
し
た
現
状
に
お
い
て
は
、

Ｉ
号
巨
岩
周
辺
の
一
七
・
一
八
号
遺
跡
出
土
鏡
の
質
・
量
に
み
る
卓
越
は
明
白
で
あ
り
、

在
地
勢
力
が
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
に
主
体
的
に
関
与
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
宗
像
地

域
の
動
向
に
お
い
て
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
は
き
わ
め
て
画
期
的
か
つ
大
規
模
な
事
象
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
そ
の
主
体
を
担
っ
た
の
は
倭
王
権
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が

ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
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表４　宗像地域の古墳出土鏡

図７　在地勢力の古墳出土鏡〔縮尺不同〕

所在地 古墳名 墳形（墳丘規模） 鏡式名・系列名 直径 
（cm） 鏡の位置づけ 共伴副葬品 古墳時期

宗像市

徳重本村 2 号墳 
（盛土） 前方後円墳（19） 鳥頭四獣鏡 A 系 8.2 前期倭鏡古段階 ― Ⅲ期 ?

久原Ⅲ -4 号墳 円墳（18m） 蝙蝠座内行花文鏡（破鏡） ［12.8］ 漢鏡 6 期 斧 1、刀子 1 古墳前期

稲元久保 14 号墳 円墳（14m）か 
前方後円墳（30?） 内行花文鏡（破鏡） ［復 14.7］ 漢鏡 5 期 玉類 Ⅴ・Ⅵ期ごろ

上高宮古墳 円墳（25 ～ 28） 神頭鏡系 12.1 前期倭鏡新段階

長方板革綴短甲 1、刀
剣 6 以上、銅鏃 6、鉄
鏃 40、勾玉 20、管玉
11、斧 2、刀子 4 など

Ⅵ・Ⅶ期

大井池ノ谷 3 号墳 
（第 2 主体） 円墳（15） 捩文鏡俵文系 7.7 前期倭鏡中段階 刀子 Ⅵ・Ⅶ期

田熊下平井 1 号墳 円墳（15） 捩文鏡羽文系 8.1 前期倭鏡新段階 鉄鏃、竪櫛 2 Ⅵ・Ⅶ期ごろ

福津市

渡 不明 方格 T 字文鏡 9.2 西晋鏡 ― ―
手光長畑古墳 円墳（6 ～ 18） 珠文鏡系 ? 6.4 ― ― ―

福間割畑 1 号墳 円墳（10） 分離式神獣鏡 B 系 7.3 中期倭鏡
刀 4、鉄鏃 1、鉄鋌 11、
斧 1、鑿 1、鉇 2、鏨 3、
刀子 2、鑷子 1

Ⅵ・Ⅶ期ごろ

奴山正園古墳 円墳（29 ～ 28） 双頭龍文鏡 復 10.1 西晋鏡

筒形銅器 1、滑石有孔
円板 7、各種玉類、三
角板革綴短甲 1、刀剣
68、斧 5、鎌 1、鑿 5、
鉇 3、刀子 4、鋤先 1、
針 36 以上

Ⅷ期

勝浦峯ノ畑古墳 前方後円墳（97）

細線式獣帯鏡（1 号鏡） 復約 23 同型鏡群 横矧板鋲留短甲 1、銀
装素環頭大刀 1、鹿角
装刀剣 43 以上、鉄鏃
285、輪鐙 1、壺鎧 1、冠、
銅釧、各種玉類、その
他金銅製品、土師器、
須恵器など

Ⅺ期

画文帯同向式神獣鏡（2 号鏡） 復約 21 同型鏡群
画文帯同向式神獣鏡（3 号鏡） 復約 21 同型鏡群
内行花文鏡Ⅲ系（4 号鏡） 約 9.7 前期倭鏡中段階
獣像鏡 B 系か 
鳥頭獣像鏡系（6 号鏡） 約 14.5 後期倭鏡古段階

獣像鏡 B 系（7 号鏡） 復約 14 後期倭鏡古段階
乳脚文鏡Ω字文系（8 号鏡） 約 8.5 後期倭鏡新段階古相
不明倭鏡片（その他） 不明 後期倭鏡古段階か

〔凡例〕直径の［　］は破鏡であることを示す。墳丘規模の単位は m。資料の集成に際しては下垣 2016 を参照した部分が大きい。

14



た
だ
し
、
厳
密
に
は
成
立
期
の
も
の
と
い
え
る
か
が
不
明
で
あ
る
が
、
一
五
・
一
六

号
遺
跡
の
一
部
で
は
同
時
期
の
宗
像
地
域
で
副
葬
さ
れ
た
古
墳
出
土
鏡
と
近
似
す
る
サ

イ
ズ
の
小
型
鏡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
想
像
の
域
を
出
な

い
が
、
こ
れ
ら
小
型
鏡
が
在
地
勢
力
に
よ
っ
て
「
奉
献
」
さ
れ
た
可
能
性
は
少
な
か
ら

ず
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
王
権
と
在
地
勢
力
が
連
携
し
た
可
能

性
が
生
ず
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
に
際
し
て
の
倭
王
権
の
直
接

的
関
与
の
大
き
さ
は
揺
る
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

変
質
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
と
そ
の
主
体　

成
立
期
に
た
い
し
て
著
し
く
鏡
の
量
・
質
が

変
化
す
る
こ
と
か
ら
、変
質
期
を
設
定
し
う
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
変
質
期
を
評
価
す
る
う
え
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
、
Ｆ
号
巨
岩

上
に
展
開
す
る
二
一
号
遺
跡
で
あ
る
。二
一
号
遺
跡
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、

石
製
品
・
滑
石
製
品
か
ら
は
中
期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
以
降
、
中
期
中
葉
新
相
（
Ⅸ
期
）

ご
ろ
ま
で
は
断
続
的
に
資
料
が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
う
（
篠
原
二
〇
一
一
）。
さ
ら
に
、

清
喜
裕
二
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
有
孔
円
板
な
ど
新
た
な
祭
祀
具
の
導
入
が
共
通
す
る

点
で
、
二
一
号
遺
跡
と
奴
山
正
園
古
墳
に
関
係
が
想
定
さ
れ
る
点
に
は
注
目
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
（
清
喜
二
〇
一
八
）。
津
屋
崎
古
墳
群
で
も
新
原
・
奴
山
系
列
の
初
造
墳

に
あ
た
る
奴
山
正
園
古
墳
は
、
各
種
の
副
葬
品
か
ら
中
期
中
葉
古
相
（
Ⅷ
期
）
に
比
定

で
き
、
二
一
号
遺
跡
に
み
る
中
期
倭
鏡
と
時
期
的
に
も
整
合
的
な
あ
り
方
を
示
す
。
沖

ノ
島
で
は
伝
資
料
な
が
ら
双
頭
龍
文
鏡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
近
似
し
た
鏡
が
奴
山
正

園
古
墳
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
関
連
性
の
深
さ
を
傍
証
す
る
（
図
９
）。
在
地
勢

力
に
よ
る
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
直
接
的
関
与
を
こ
の
時
期
に
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。

く
わ
え
て
、
滑
石
製
品
の
石
材
の
一
部
が
中
期
中
葉
新
相
（
Ⅸ
期
）
ご
ろ
に
現

図８　宗像地域の古墳にみる在地勢力の動向
　　　　　　（重藤 2018 を引用）

図９　沖ノ島と奴山正園古墳の双頭龍文鏡

　　　　　　　　〔縮尺不同〕
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地
調
達
さ
れ
た
も
の
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
重
要
で
あ
る
（
篠
原

二
〇
一
一
）。
こ
の
指
摘
が
妥
当
な
ら
ば
、
奴
山
正
園
古
墳
と
の
関
係
も
含
め
て
、
第

二
期
の
変
質
期
に
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
在
地
首
長
の
関
与
が
発
生
し
た
と
す
る
根
拠
が
さ

ら
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
う
考
え
る
と
、
二
一
号
遺
跡
の
形
成
は
単

一
時
期
で
は
な
く
、
複
数
時
期
に
お
よ
ぶ
「
奉
献
」
行
為
の
累
積
に
よ
る
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
も
な
る
。

い
っ
ぽ
う
で
、
同
型
鏡
群
の
存
在
か
ら
二
一
号
遺
跡
と
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
と
の
関
連

性
が
指
摘
さ
れ
る
が
（
小
田
二
〇
一
二
、
辻
田
二
〇
一
二
・
二
〇
一
八
）、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
少
な
か
ら
ず
留
保
が
必
要
と
考
え
る
（
図
10
）。
同
型
鏡
群
と
い
う
共
通
性
だ

け
で
な
く
、
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
の
築
造
時
期
を
中
期
中
葉
新
相
（
Ⅸ
期
）
に
引
き
上
げ

る
見
方
も
二
一
号
遺
跡
と
の
関
連
を
想
定
す
る
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
お
り
（
辻
田

二
〇
一
八
）、
こ
れ
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
勝
浦
峯
ノ
畑
古

墳
に
は
鉄
鏃
や
馬
具
に
石
室
や
埴
輪
の
時
期
よ
り
古
相
を
示
す
資
料
が
あ
る
。し
か
し
、

そ
れ
ら
を
初
葬
時
の
副
葬
品
と
限
定
し
、
古
墳
の
築
造
年
代
を
遡
上
さ
せ
る
再
報
告
の

時
期
比
定
の
手
続
き
に
は
注
意
を
要
す
る
（e.g.

池
ノ
上
・
岸
本
二
〇
一
一
）。
副
葬

鏡
の
組
み
合
わ
せ
を
み
る
と
、
複
数
面
の
同
型
鏡
群
の
ほ
か
前
期
倭
鏡
、
後
期
倭
鏡
古

段
階
、
後
期
倭
鏡
新
段
階
古
相
に
お
よ
ぶ
幅
広
い
製
品
が
あ
り
（
図
11
）、
下
限
を
示

す
後
期
倭
鏡
新
段
階
古
相
の
年
代
は
石
室
や
埴
輪
か
ら
導
出
さ
れ
る
年
代
と
一
致
す
る

（
岩
本
二
〇
二
一
）。
そ
の
時
期
は
中
期
後
葉
新
相
（
Ⅺ
期
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
勝
浦
峯

ノ
畑
古
墳
の
築
造
時
期
と
み
る
と
、
そ
れ
は
鏡
か
ら
み
た
沖
ノ
島
祭
祀
に
お
い
て
も
っ

と
も
低
調
な
時
期
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
は
鏡
以
外
の
ほ

か
の
遺
物
も
二
一
号
遺
跡
に
お
い
て
は
希
薄
で
あ
り
、
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
と
の
関
連
を

積
極
的
に
評
価
す
る
材
料
は
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
12
）
。

再
興
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
と
そ
の
主
体　

変
質
期
の
あ
と
の
空
白
期
を
経
て
ふ
た
た
び

鏡
の
「
奉
献
」
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
後
期
後
葉
（

≒

Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
段
階
）

で
あ
る
。
こ
の
段
階
は
、
四
・
七
・
八
号
遺
跡
と
い
っ
た
岩
陰
祭
祀
が
本
格
始
動
す
る
時

期
に
あ
た
る
（e.g.

小
田
一
九
七
九
、
佐
田
一
九
八
八
）。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時

期
に
津
屋
崎
古
墳
群
に
お
い
て
は
い
っ
た
ん
縮
小
傾
向
に
あ
っ
た
首
長
墓
の
規
模
が
ふ

た
た
び
拡
大
傾
向
に
転
ず
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
須
多
田
下
ノ
口
古
墳
（
前
方
後

円
墳
八
二
ｍ
）や
在
自
剣
塚
古
墳（
前
方
後
円
墳
一
〇
二
ｍ
）が
築
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

沖
ノ
島
祭
祀
と
古
墳
築
造
の
画
期
が
合
致
す
る
状
況
か
ら
は
、
両
者
の
高
い
連
動
性
と

再
興
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
に
在
地
勢
力
が
深
く
関
与
し
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
大
型
前
方
後
円
墳
と
の
か
か
わ
り
を
考
慮
す
れ
ば
、
再
興
期
に
同
型

鏡
群
が
倭
鏡
と
と
も
に
「
奉
献
」
さ
れ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
ま
た
そ
の
場
合
、
再

興
期
に
関
与
し
た
在
地
勢
力
は
須
多
田
系
列
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
変
質
期
に
関
与

し
た
と
み
ら
れ
る
在
地
勢
力
の
新
原
・
奴
山
系
列
や
、
先
行
研
究
で
二
一
号
遺
跡
と
の

関
連
が
想
定
さ
れ
て
き
た
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
が
属
す
る
勝
浦
系
列
と
は
異
な
る
点
が
注

目
さ
れ
る
（
13
）
。
変
質
期
以
降
の
沖
ノ
島
祭
祀
の
勃
興
に
際
し
て
は
、
首
長
墓
系
譜
の

変
動
が
少
な
か
ら
ず
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
鏡
か
ら
は
再
興
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
は
岩
陰
祭
祀
に
限
定
さ
れ
ず
、
岩
上
祭
祀

に
あ
た
る
二
一
号
遺
跡
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
先
行
し
た
祭
祀
を
踏
襲
す

る
よ
う
な
対
応
が
み
と
め
ら
れ
る
点
に
は
一
定
の
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
こ
う
し

た
対
応
は
、変
質
期
以
降
に
二
一
号
遺
跡
で
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
複
数
次
に
お
よ
ぶ「
奉

献
」
行
為
に
も
通
ず
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
（
14
）
。
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図 10　沖ノ島 21 号遺跡の同型鏡群〔縮尺不同〕

図 11　勝浦峯ノ畑古墳出土鏡〔縮尺不同〕
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四
　
沖
ノ
島
の
鏡
と
古
墳
副
葬
鏡

方
格
規
矩
鏡
と
内
行
花
文
鏡
の
卓
越　

本
稿
で
は
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
に
倭
王
権

の
直
接
的
関
与
を
み
と
め
う
る
こ
と
を
出
土
鏡
に
即
し
て
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
見
方
を
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
補
強
す
る
。
一
七
号
遺
跡
で
は
方
格
規
矩
鏡
系
と

内
行
花
文
鏡
系
の
倭
鏡
が
量
的
に
ま
と
ま
り
、
そ
こ
に
大
型
鏡
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が

特
徴
的
で
あ
る
こ
と
は
上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
同
様
の
構
成
は
、
古
墳
に
お
い
て

も
み
と
め
ら
れ
る
。
倭
鏡
で
あ
れ
ば
岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
や
奈
良
県
新
山
古
墳
（
15
）
、

舶
倭
の
別
を
問
わ
な
け
れ
ば
奈
良
県
大
和
天
神
山
古
墳
な
ど
が
そ
の
典
型
例
と
な
る
。

こ
の
う
ち
、
大
和
天
神
山
古
墳
で
は
副
葬
鏡
群
に
占
め
る
大
型
鏡
の
主
体
を
な
す
の
が

方
格
規
矩
鏡
と
内
行
花
文
鏡
で
あ
り
、
舶
倭
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
一
七
号
遺
跡
と

鏡
式
や
面
径
の
選
択
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
七
号
遺
跡
に
限
ら
ず
、
沖
ノ
島
で

大
型
の
内
行
花
文
鏡
や
方
格
規
矩
鏡
が
多
い
こ
と
は
、
鏡
に
た
い
す
る
王
権
の
意
図
的

な
選
択
の
結
果
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

沖
ノ
島
に
お
け
る
文
様
不
鮮
明
鏡　

上
記
し
た
大
和
天
神
山
古
墳
の
副
葬
鏡
群
に
顕

著
な
特
徴
と
し
て
、文
様
不
鮮
明
鏡
に
み
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
副
葬
鏡
群
の
な
か
で
も
①
内
行
花
文
鏡
（
16
）
、
あ
る
い
は
②
総
じ
て
面
径

の
小
さ
な
鏡
に
文
様
不
鮮
明
鏡
が
偏
在
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
（
図
12
―
１
～
４
）。

こ
れ
は
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
ほ
か
の
古
墳
出
土
鏡
に
お
い
て
も
同

様
の
傾
向
は
あ
り
、
と
く
に
②
副
葬
鏡
群
の
な
か
で
面
径
の
小
さ
な
鏡
に
文
様
不
鮮
明

を
確
認
で
き
る
例
は
散
見
さ
れ
る
（
図
12
―
７
～
９
）。
た
と
え
ば
、
三
角
縁
神
獣
鏡

出
土
古
墳
で
も
山
口
県
長
光
寺
山
古
墳
の
内
行
花
文
鏡
、宮
ノ
洲
古
墳
の
内
行
花
文
鏡
、

兵
庫
県
城
の
山
古
墳
の
斜
縁
四
獣
鏡
、
西
求
女
塚
古
墳
の
浮
彫
式
獣
帯
鏡
、
へ
ボ
ソ
塚

古
墳
の
画
文
帯
環
状
乳
神
獣
鏡
、
阿
保
親
王
塚
古
墳
の
内
行
花
文
鏡
、
大
阪
府
茶
臼
塚

古
墳
の
斜
縁
四
獣
鏡
Ａ
系
、
京
都
府
百
々
ヶ
池
古
墳
の
上
方
作
系
浮
彫
式
獣
帯
鏡
、
園

部
垣
内
古
墳
の
盤
龍
鏡
、
福
井
県
花
野
谷
一
号
墳
の
連
弧
文
銘
帯
鏡
、
山
梨
県
大
丸
山

古
墳
の
八
禽
鏡
な
ど
は
、
副
葬
鏡
群
で
も
最
小
の
鏡
に
顕
著
な
文
様
不
鮮
明
を
み
と
め

う
る
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
様
不
鮮
明
鏡
に
み
る
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
よ

う
な
あ
り
方
は
、
個
々
の
事
例
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
広
域
に
共
通
す
る
規
範

を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
文
様
不
鮮
明
鏡
に
み
る
傾
向
は
沖
ノ
島
遺
跡
で
も
み
い
だ
せ
る
（
図

13
）。
具
体
的
に
は
、
一
七
号
遺
跡
で
は
径
一
〇
・
〇
㎝
の
斜
縁
獣
像
鏡
系
（
一
七
―

一
七
）
が
最
小
で
あ
り
、
一
七
号
遺
跡
で
唯
一
の
文
様
不
鮮
明
鏡
で
あ
る
。
内
区
に
つ

い
て
は
顕
著
で
は
な
い
も
の
の
、
外
区
文
様
が
不
鮮
明
に
な
る
と
と
も
に
、
縁
頂
部
は

丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
ほ
か
に
も
一
五
号
遺
跡
の
神
像
鏡
系
（
一
五
―
一
）
が
径
九
・

二
㎝
、
一
六
号
遺
跡
の
内
行
花
文
鏡
Ⅲ
系
（
一
六
―
二
―
二
）
が
径
六
・
九
㎝
、
二
一

号
遺
跡
と
推
定
さ
れ
る
渦
文
鏡
Ｂ
系
（
伝
―
七
―
三
）
が
径
八
・
五
㎝
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
遺
跡
各
号
に
お
い
て
最
小
サ
イ
ズ
の
製
品
が
文
様
不
鮮
明
鏡
で
あ
る
（
17
）
。
こ
う

し
た
沖
ノ
島
の
文
様
不
鮮
明
鏡
に
み
る
古
墳
副
葬
鏡
と
の
共
通
性
は
、
沖
ノ
島
の
鏡
が

古
墳
副
葬
鏡
と
ま
っ
た
く
別
の
枠
組
み
で
用
意
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
可
能
性
を
う
か

が
わ
せ
る
。
ま
た
文
様
不
鮮
明
鏡
の
存
在
は
、
沖
ノ
島
の
鏡
が
成
立
期
祭
祀
に
お
い
て

も
必
ず
し
も
大
型
鏡
の
み
に
特
化
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
中
型
鏡
な
ら
び
に
小
型
鏡

を
も
鏡
群
に
含
む
点
に
お
い
て
古
墳
副
葬
鏡
と
の
同
質
性
を
示
す
も
の
と
評
価
で
き
よ

う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
文
様
不
鮮
明
鏡
が
小
型
鏡
以
下
に
と
ど
ま
る
点
は
、
す
で
に
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述
べ
た
と
お
り
、
そ
れ
ら
が
王
権
で
は
な
く
在

地
首
長
に
よ
る
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
関
与
を
示
し

う
る
余
地
の
あ
る
点
で
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
王
権
の
関
与
と
そ
の
変

質
　
　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、沖
ノ
島
に
「
奉

献
」
さ
れ
た
鏡
は
基
本
的
に
は
古
墳
副
葬
鏡
と

共
通
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果

を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、「
奉
献
」
に
近
接
し
た
時

期
に
王
権
が
保
有
す
る
ス
ト
ッ
ク
か
ら
抽
出
さ

れ
、
沖
ノ
島
に
鏡
が
も
ち
こ
ま
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
い
っ
ぽ
う
で
、
古
墳
副
葬
鏡
と
同
質
性

が
あ
り
な
が
ら
も
、
終
焉
段
階
の
三
角
縁
神
獣

鏡
、
方
格
規
矩
鏡
、
内
行
花
文
鏡
の
多
さ
と
そ

れ
ら
の
大
型
鏡
が
占
め
る
割
合
の
高
さ
は
、
沖

ノ
島
祭
祀
に
お
け
る
成
立
期
の
画
期
性
を
物
語

る
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
く
り
か
え
し
述
べ
て
き

た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
七
・
一
八
号
な

ど
Ｉ
号
巨
岩
周
辺
の
遺
跡
各
号
で
「
奉
献
」
さ

れ
た
鏡
の
量
・
質
は
、
変
質
期
や
再
興
期
と
し

た
ほ
か
の
時
期
の
「
奉
献
」
と
は
一
線
を
画
す

る
内
容
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
違
い
の
背
景
に

は
沖
ノ
島
祭
祀
に
た
い
す
る
王
権
の
関
与
の
度

図 12　文様不鮮明鏡にみる傾向〔縮尺不同〕
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合
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立

は
王
権
の
直
接
的
関
与
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
王
権
の
関
与
は
時
期

を
追
っ
て
在
地
勢
力
を
介
し
た
間
接
的
な
内
容
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（e.g.

下
垣
二
〇
一
八
、cf.

小
田
二
〇
一
二
、
辻
田
二
〇
一
二
・
二
〇
一
八
）。
変
質
期

お
よ
び
再
興
期
に
あ
た
る
中
期
倭
鏡
と
後
期
倭
鏡
の
内
容
は
、
列
島
各
地
の
在
地
首
長

層
の
副
葬
鏡
と
基
本
的
に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
点
か
ら
は
、
王
権
に
よ
る
強
い
介

入
を
想
定
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
で
、
王
権
の
間
接
的
関
与
に
移
行
し
た
と
い
っ
て
も
、
変
質
期
か
ら
再
興

期
ま
で
に
は
空
白
期
間
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
間
に
は
在
地
勢
力
に
お
い
て
も
首
長
墓
系

譜
に
変
動
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
変
動
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
、
変
質
期
と
再
興

期
と
で
は
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
王
権
に
よ
る
間
接
的
関
与
の
背
景
が
異
な
っ
て
い
た
可
能

性
も
考
慮
で
き
る
。
再
興
期
が
沖
ノ
島
に
お
け
る
本
格
的
な
岩
陰
祭
祀
の
始
動
と
重
な

る
点
は
、
在
地
勢
力
に
み
る
有
力
集
団
の
交
替
と
い
っ
た
背
景
の
変
化
を
想
定
す
る
見

方
と
矛
盾
し
な
い
。
後
期
後
半
の
一
〇
〇
ｍ
級
前
方
後
円
墳
の
築
造
が
列
島
規
模
で
も

限
定
的
で
あ
る
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
再
興
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
に
関
与
し
た
と
み
ら

れ
る
宗
像
地
域
が
王
権
主
導
の
対
外
交
渉
と
地
域
経
営
の
一
拠
点
と
し
て
機
能
し
た
可

能
性
は
高
い
（e.g.

土
生
田
二
〇
一
二
、
広
瀬
二
〇
一
〇
（
18
）
、
仁
木
二
〇
一
九
、
松
木

二
〇
二
二
な
ど
）。
と
す
れ
ば
、
再
興
期
の
沖
ノ
島
祭
祀
は
そ
う
し
た
王
権
の
一
拠
点

を
付
託
さ
れ
た
在
地
勢
力
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
直
轄
的
な
意
味
合
い
を
強
く
帯
び
た

王
権
の
間
接
的
な
関
与
を
想
定
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
沖
ノ
島
出
土
の
古
墳
時
代
銅
鏡
を
俯
瞰
し
て
三
つ
の
様
相
を
み
い
だ
す
と

と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
沖
ノ
島
に
お

け
る
鏡
の
「
奉
献
」
を
大
き
く
三
時
期
に
整
理
し
、
各
時
期
に
お
け
る
王
権
と
在
地
勢

力
に
よ
る
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
関
与
に
つ
い
て
も
検
討
を
試
み
た
。

具
体
的
に
は
以
下
の
内
容
が
要
点
と
な
る
。
①
成
立
期
（
第
一
期
）
を
古
墳
時
代
中

期
前
葉
古
相
（
Ⅵ
期
）
に
比
定
し
、そ
の
暦
年
代
を
四
世
紀
第
４
四
半
期
と
し
た
こ
と
、

②
再
興
期
（
第
三
期
）
を
後
期
後
葉
（

≒

Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
段
階
）
と
み
て
、
岩
陰
祭
祀

の
本
格
始
動
と
関
連
づ
け
た
こ
と
、③
変
質
期
（
第
二
期
）
を
中
期
前
葉
か
ら
中
葉
（
Ⅵ

～
Ⅸ
期
）
に
お
け
る
「
奉
献
」
行
為
の
累
積
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
そ
の
う
え
で
、
沖
ノ
島
祭
祀
の
成
立
に
み
る
画
期
性
の
背
後
に
は
倭
王
権
の
直
接

的
関
与
を
高
く
み
つ
も
れ
る
が
、
鏡
の
質
・
量
の
変
化
か
ら
変
質
期
以
降
は
在
地
勢
力

の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
在
地
勢
力
の
首
長
墓
系
譜
に
み
る
変

動
か
ら
、
変
質
期
と
再
興
期
で
は
沖
ノ
島
祭
祀
に
た
い
す
る
在
地
勢
力
の
関
与
の
背
景

図 13　沖ノ島出土の文様不鮮明鏡

20



が
異
な
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
変
質
期
以
降
に
沖
ノ
島
祭
祀
へ
の
在
地
勢
力
の
関

与
が
強
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
王
権
の
関
与
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
（
下
垣

二
〇
一
八
）、
王
権
が
在
地
勢
力
を
介
し
て
沖
ノ
島
祭
祀
に
間
接
的
に
関
与
し
た
可
能

性
を
考
慮
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
、
再
興
期
に
お
け
る
王
権
の
関
与
は
間
接

的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
小
さ
く
み
つ
も
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
を
強
調
し
て
お
き
た

い
。以

上
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
沖
ノ
島
の
遺
跡
各
号
の
さ
ら
な
る
実
態
把
握

が
不
可
欠
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
鏡
は
も
と
よ
り
ほ
か
の
遺
物
を
含
め
て
、
時
期
差
を

認
識
で
き
る
ま
と
ま
り
が
遺
跡
各
号
に
ど
の
程
度
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

ま
ず
必
要
と
な
る
。
と
く
に
、
二
一
号
遺
跡
は
沖
ノ
島
祭
祀
の
変
質
を
解
明
す
る
う
え

で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
が
、
そ
の
詳
細
が
不
明
な
点
は
検
討
を
深
め
る
う
え
で
の
障

壁
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
沖
ノ
島
祭
祀
を
古
墳
時
代
の
な
か
で
相
対
化
さ
せ
る

に
は
、
宗
像
地
域
に
お
け
る
古
墳
の
築
造
状
況
や
集
落
動
態
と
の
つ
き
あ
わ
せ
が
必
須

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
諸
関
係
を
長
期
的
に
追
尾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沖
ノ
島
祭
祀
に

た
い
す
る
在
地
勢
力
と
倭
王
権
の
関
係
を
よ
り
詳
細
に
叙
述
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
二
〇
二
一
年
九
月
一
八
日
に
「
沖
ノ
島
の
鏡
」
と
題
し
て
お
こ
な
っ
た
公
開

講
座（『
令
和
三
年
度
世
界
遺
産「
神
宿
る
島
」宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
公
開
講
座
』

〔
於
：
世
界
遺
産
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設 

海
の
道
む
な
か
た
館
〕）
の
内
容
を
基
礎
に
、
そ

の
後
の
検
討
を
く
わ
え
て
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
執
筆
に
至
る
ま
で
の
過

程
で
、
宗
像
大
社
文
化
局
の
福
嶋
真
貴
子
氏
を
は
じ
め
、
宗
像
大
社
の
み
な
さ
ま
、
福

岡
県
世
界
遺
産
室
の
岡
寺
未
幾
氏
、
宗
像
市
世
界
遺
産
課
な
ら
び
に
福
津
市
教
育
委
員

会
文
化
財
課
の
み
な
さ
ま
か
ら
多
大
な
る
ご
協
力
と
ご
配
慮
を
頂
戴
し
た
。
末
筆
な
が

ら
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
島
根
大
学
）

註（
１
）
な
お
、
國
學
院
大
學
博
物
館
所
蔵
資
料
に
沖
ノ
島
遺
跡
出
土
と
伝
わ
る
内
行
花
文
鏡
系

倭
鏡
が
あ
る
。
た
だ
し
、
沖
ノ
島
出
土
鏡
に
は
赤
色
顔
料
の
付
着
が
み
ら
れ
な
い
が
（
奥

山
二
〇
一
〇
）、
國
學
院
鏡
に
は
赤
色
顔
料
が
付
着
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
沖
ノ
島
出

土
品
と
は
考
え
が
た
い
と
す
る
指
摘
を
妥
当
な
も
の
と
判
断
す
る
（
渡
辺
二
〇
二
二
）。

し
た
が
っ
て
、
國
學
院
鏡
は
本
稿
の
検
討
対
象
に
は
含
め
な
い
。

（
２
）
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
一
八
号
遺
跡
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
で
あ
る
が
、
漢
鏡
で
は
な
く

同
型
鏡
群
と
す
る
見
方
も
あ
る
（
柳
田
二
〇
一
一
、
辻
田
二
〇
一
八
）。
そ
の
根
拠
に
つ

い
て
は
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
当
該
鏡
が
漢
鏡
で
あ
る
こ
と
を

否
定
す
る
ほ
ど
の
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

（
３
）
倭
鏡
の
時
期
的
な
評
価
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
三
様
式
区
分
を
基
本
と
し
つ
つ
（
岩
本

二
〇
一
七
ａ
）、
前
期
倭
鏡
に
つ
い
て
は
下
垣
仁
志
の
編
年
案
（
下
垣
二
〇
〇
三
ａ
）、
中

期
倭
鏡
と
後
期
倭
鏡
古
段
階
に
つ
い
て
は
筆
者
に
よ
る
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
倭
鏡
の

変
遷
案（
岩
本
二
〇
一
七
ｂ
）、後
期
倭
鏡
新
段
階
に
つ
い
て
は
筆
者
に
よ
る
大
別
二
期（
細

別
四
期
）
区
分
案
（
岩
本
二
〇
一
八
ｂ
・
二
〇
二
三
ａ
）
に
依
拠
す
る
。
な
お
、
前
期
倭

鏡
の
時
期
細
分
は
、
下
垣
案
と
若
干
の
違
い
が
あ
る
の
で
、
注
意
さ
れ
た
い
。
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（
４
）
本
稿
で
は
、
辻
田
一
九
九
九
で
示
さ
れ
た
鏡
の
面
径
分
布
を
ふ
ま
え
て
、
二
八
㎝
以
上

を
超
大
型
鏡
、二
〇
㎝
以
上
を
大
型
鏡
、一
五
㎝
以
上
を
中
型
鏡
、一
〇
㎝
以
上
を
小
型
鏡
、

一
〇
㎝
未
満
を
超
小
型
鏡
と
す
る
。

（
５
）
以
下
、
古
墳
時
代
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
は
、
前
・
中
期
を
筆
者
の
広
域
編
年
案
（
岩

本
二
〇
一
八
・
二
〇
二
二
）
に
も
と
づ
き
、
Ⅰ
期
か
ら
Ⅺ
期
に
区
分
す
る
。
後
期
に
つ
い

て
は
後
期
前
葉
（

≒

陶
邑
Ｍ
Ｔ
一
五
型
式
段
階
）、
後
期
中
葉
（

≒

陶
邑
Ｔ
Ｋ
一
〇
型
式

段
階
）、
後
期
後
葉
（

≒

陶
邑
Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
段
階
）、
後
期
末
葉
（

≒

陶
邑
Ｔ
Ｋ
二
〇
九

型
式
段
階
）
と
大
ま
か
に
区
分
す
る
。
な
お
、
前
・
中
期
の
集
成
編
年
な
ど
既
往
の
古
墳

編
年
と
の
対
応
関
係
は
岩
本
二
〇
二
二
掲
載
の
対
応
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
四
号
遺
跡
で
は
倭
鏡
の
ほ
か
に
瑞
祥
文
鏡
片
（
後
期
隋
唐
式
鏡
）
が
出
土
し
て
お
り
、

遺
跡
の
形
成
が
一
時
期
に
限
定
で
き
ず
、
複
数
回
の
「
奉
献
」
行
為
の
累
積
と
な
る
可
能

性
が
高
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
七
号
遺
跡
に
お
い
て
馬
具
に
時
期
幅

が
み
と
め
ら
れ
る
と
の
指
摘
（
桃
崎
二
〇
一
八
）
や
、
ほ
か
の
遺
物
か
ら
想
定
さ
れ
る
時

期
幅
の
存
在
に
も
通
じ
る
。
と
は
い
え
、
七
・
八
号
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
馬
具
は
後
期
中

葉
か
ら
後
半
を
主
体
と
し
て
お
り
（
桃
崎
二
〇
一
八
）、
こ
れ
は
後
期
倭
鏡
新
段
階
で
も

最
新
相
を
示
す
鏡
が
様
相
②
の
主
体
を
な
す
こ
と
と
時
期
的
に
は
整
合
す
る
。

（
７
）
な
お
、
二
一
号
遺
跡
の
構
築
過
程
に
つ
い
て
、
構
造
と
軸
の
違
い
か
ら
祭
壇
（
石
組
１
）

の
構
築
後
に
別
区
（
石
組
２
）
が
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
（
岡
寺
二

〇
二
一
）、
そ
の
形
成
が
一
定
期
間
に
お
よ
ぶ
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

（
８
）
二
〇
二
〇
年
に
公
表
し
た
三
角
縁
神
獣
鏡
地
名
表
で
は
、
終
焉
段
階
鏡
群
の
総
数
は
三

六
面
で
あ
っ
た
（e.g.

岩
本
二
〇
二
〇
ｃ
）。
そ
の
後
、
個
人
蔵
で
は
あ
る
が
二
四
三
鏡
の

「
同
笵
鏡
」
を
一
面
あ
ら
た
に
確
認
し
た
た
め
（
岩
本
二
〇
二
三
ｂ
）、
本
稿
執
筆
時
点
の

二
〇
二
三
年
一
月
現
在
は
総
数
三
七
面
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
で
三
角
縁
神
獣
鏡

に
た
い
し
て
◯
◯
鏡
と
表
記
す
る
際
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
目
録
の
目
録
番
号
を
使
用
す

る
（e.g.

岩
本
二
〇
二
〇
ｂ
）。

（
９
）
本
稿
で
は
岩
本
二
〇
二
〇
ａ
で
の
検
討
結
果
に
も
と
づ
き
、「
伝
世
」
を
古
墳
編
年
上
で

の
三
時
期
以
上
の
ず
れ
を
も
つ
も
の
、「
長
期
保
有
」
を
二
時
期
の
ず
れ
の
も
の
と
す
る

（e.g.

森
下
一
九
九
八
）。

（
10
）
年
輪
年
代
は
そ
の
材
の
伐
採
年
代
で
あ
り
、
上
限
年
代
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
点
を

ふ
ま
え
た
暦
年
代
論
が
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
11
）
金
官
加
耶
の
時
期
区
分
は
申
二
〇
〇
〇
に
し
た
が
う
。

（
12
）
こ
こ
で
の
議
論
の
趣
旨
は
、
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
と
二
一
号
遺
跡
の
関
係
性
を
排
除
す
る

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
状
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
資
料
か
ら
は
両
者
の
関
係
を

積
極
的
に
評
価
し
が
た
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
た
し
か
に
、
中
期
後
葉
新
相
（
Ⅺ
期
）
に

お
け
る
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
に
は
じ
ま
る
勝
浦
系
列
の
首
長
墓
の
勃
興
の
背
景
に
は
沖
ノ
島

祭
祀
と
の
関
与
が
想
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

状
況
証
拠
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

（
13
）
宗
像
地
域
の
首
長
墓
に
は
複
数
の
系
列
が
あ
る
が
、
系
列
を
こ
え
た
同
族
集
団
が
存
在

し
た
と
の
理
解
が
あ
る
（
小
嶋
二
〇
一
七
・
二
〇
一
八
、
池
ノ
上
二
〇
一
八
な
ど
）。
こ

の
理
解
と
本
稿
で
指
摘
し
た
首
長
墓
系
譜
の
変
動
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
変
動
は

集
団
内
で
の
構
造
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
14
）
な
お
、
先
行
す
る
祭
祀
を
踏
襲
す
る
よ
う
な
対
応
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
に
器

物
の
二
次
的
な
移
動
が
生
じ
た
可
能
性
を
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
同
じ
場
所
で「
奉

献
」
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
た
可
能
性
と
、
古
い
器
物
を
二
次
的
に
移
動
さ
せ
て
リ
ア
ル
タ
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イ
ム
に
持
ち
込
ん
だ
器
物
と
一
括
し
て
「
奉
献
」
し
た
可
能
性
は
同
程
度
と
ま
で
は
い
か

な
い
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
遺
物
の
時
期
と
時
期
ご
と
の
出
土
量

を
検
討
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
し
う
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
る
。

（
15
）
新
山
古
墳
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
直
弧
文
鏡
が
内
行
花
文
鏡
系
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
16
）
内
行
花
文
鏡
に
は
中
・
大
型
鏡
で
も
文
様
不
鮮
明
な
例
が
み
と
め
ら
れ
る
点
が
、
ほ
か

の
鏡
式
と
は
異
な
る
。
な
お
、
古
墳
副
葬
鏡
の
な
か
で
も
内
行
花
文
鏡
は
全
体
に
占
め
る

出
土
総
数
が
多
く
、
三
角
縁
神
獣
鏡
以
外
の
鏡
と
し
て
も
量
的
副
葬
例
が
散
見
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
保
有
に
特
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
内
行
花
文
鏡
に
文

様
不
鮮
明
鏡
が
目
立
つ
の
も
同
様
の
脈
絡
で
説
明
し
う
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
内
行

花
文
鏡
に
文
様
不
鮮
明
鏡
が
多
い
の
は
、
鏡
式
の
問
題
も
あ
る
が
小
型
鏡
が
多
い
点
も
少

な
か
ら
ず
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
17
）
一
六
号
遺
跡
で
最
小
の
鏡
は
厳
密
に
は
素
文
鏡
系
（
径
二
・
八
～
三
・
〇
㎝
）
で
あ
る
が
、

こ
の
鏡
は
ほ
か
の
三
面
の
鏡
と
は
異
な
っ
て
非
副
葬
傾
向
を
示
す
鏡
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
古
墳
副
葬
鏡
に
み
る
文
様
不
鮮
明
鏡
の
傾
向
の
対
象
と
は
し
が
た
い
の
で
、
除
外
し

て
検
討
す
る
。

（
18
）
た
と
え
ば
、
広
瀬
和
雄
は
壱
岐
島
で
の
古
墳
の
築
造
状
況
を
中
・
北
部
九
州
の
政
治
的

一
体
性
を
考
慮
し
て
、
後
期
後
半
に
お
け
る
対
新
羅
を
中
核
に
据
え
た
倭
の
外
交
政
策
を

反
映
し
た
動
向
と
評
価
す
る
（
広
瀬
二
〇
一
〇
）。
こ
の
見
方
を
大
型
前
方
後
円
墳
の
築

造
状
況
に
み
る
共
通
性
を
重
視
し
て
敷
衍
す
れ
ば
、
宗
像
地
域
の
在
地
勢
力
を
同
様
の
脈

絡
で
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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五
〇
集
（
上
）　

九
州
古
文
化
研
究
会　

七
―
三
五
頁

下
垣
仁
志　

二
〇
一
三
「
鏡
の
保
有
と
「
首
長
墓
系
譜
」」『
立
命
館
大
学
考
古
学
論
集
Ⅵ
』
和
田

晴
吾
先
生
定
年
退
職
記
念
論
集　

立
命
館
大
学
考
古
学
論
集
刊
行
会　

一
八
九
―
二
〇
一
頁

下
垣
仁
志　

二
〇
一
六
『
日
本
列
島
出
土
鏡
集
成
』
同
成
社

下
垣
仁
志　

二
〇
一
八
「
沖
ノ
島
の
鏡
」『
世
界
の
な
か
の
沖
ノ
島
』
季
刊
考
古
学
・
別
冊
二
七　

雄
山
閣　

三
三
―
三
九
頁

下
垣
仁
志　

二
〇
二
二
『
鏡
の
古
墳
時
代
』
歴
史
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
五
四
七 

吉
川
弘
文
館

白
石
太
一
郎　

二
〇
一
一
「
ヤ
マ
ト
王
権
と
沖
ノ
島
祭
祀
」『「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」

研
究
報
告
Ⅰ
』「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
世
界
遺
産
推
進
会
議　

一
七
三
―
一
九
五

頁
清
喜
裕
二　

二
〇
一
八
「
沖
ノ
島
の
滑
石
製
品
」『
世
界
の
な
か
の
沖
ノ
島
』
季
刊
考
古
学
・
別

冊
二
七　

雄
山
閣　

四
四
―
四
九
頁

沈　

載
龍
（
村
松
洋
介
〔
訳
〕）
二
〇
一
三 「
金
海
市
大
成
洞
八
八
号
墳
と
九
一
号
墳
の
性
格
」『
日

韓
交
渉
の
考
古
学
―
古
墳
時
代
』
第
一
回
共
同
研
究
会　
「
日
韓
交
渉
の
考
古
学
―
古
墳
時
代
」

研
究
会　

一
五
四
―
一
七
〇
頁

沈　

載
龍　

二
〇
一
六
「
金
官
加
耶
의 

外
来
系 

威
勢
品 

受
容
과 

意
味
」『
嶺
南
考
古
学
』
第
七

四
号　

嶺
南
考
古
学
会　

五
六
―
八
七
頁
（
肥
田
翔
子
・
柳
本
照
男
〔
訳
〕
二
〇
二
〇
「
金
官

加
耶
の
外
来
系
威
信
財
の
受
容
と
意
味
」『
古
文
化
談
叢
』
第
八
四
集　

九
州
古
文
化
研
究
会　

九
九
―
一
三
一
頁
）

辻
田
淳
一
郎　

一
九
九
九
「
古
墳
時
代
前
期
倣
製
鏡
の
多
様
化
と
そ
の
指
向
性
―
製
作
工
程
の
視

点
か
ら
―
」『
九
州
考
古
学
』
七
四
号　

九
州
考
古
学
会　

一
―
一
七
頁

辻
田
淳
一
郎　

二
〇
〇
七
『
鏡
と
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
』
す
い
れ
ん
舎

辻
田
淳
一
郎　

二
〇
一
二
「
九
州
出
土
の
中
国
鏡
と
対
外
交
渉
―
同
型
鏡
群
を
中
心
に
―
」『
沖

ノ
島
祭
祀
と
九
州
諸
勢
力
の
対
外
交
渉
』
第
一
五
回
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
発
表
要
旨
・
資

料
集　

九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会　

七
五
―
八
八
頁

辻
田
淳
一
郎　

二
〇
一
八
『
同
型
鏡
と
倭
の
五
王
の
時
代
』
同
成
社

辻
田
淳
一
郎　

二
〇
一
九
『
鏡
の
古
代
史
』
角
川
選
書
六
三
〇　

角
川
書
店

豊　

元
国　

一
九
三
九
「
官
幣
大
社
宗
像
神
社
沖
津
宮
境
内
御
金
蔵
発
見
の
鏡
鑑
に
就
い
て
」『
考

古
学
』
第
二
〇
巻
第
二
号　

考
古
学
会　

八
四
―
九
四
頁

仁
木　

聡　

二
〇
一
九
「
継
体
・
欽
明
朝
に
お
け
る
出
雲
の
画
期
」『『
国
家
形
成
期
の
首
長
権
と
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地
域
社
会
構
造
』
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
研
究
論
集
第
二
二
集　

島
根
県
古
代
文
化
セ
ン

タ
ー　

三
〇
五
―
三
三
四
頁

花
田
勝
広　

一
九
九
九
「
沖
ノ
島
祭
祀
と
在
地
首
長
の
動
向
」『
古
代
学
研
究
』
第
一
四
八
号　

古
代
学
研
究
会　

一
―
一
三
頁

花
田
勝
広　

二
〇
一
二
「
１
．
宗
像
地
域
の
古
墳
群
と
沖
ノ
島
祭
祀
の
変
遷
」『
沖
ノ
島
祭
祀
と

九
州
諸
勢
力
の
対
外
交
渉
』
第
一
五
回
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
発
表
要
旨
・
資
料
集　

九
州

前
方
後
円
墳
研
究
会　

一
―
七
四
頁

土
生
田
純
之　

二
〇
一
二
「
８
．
墳
丘
の
特
徴
と
評
価
」『
馬
越
長
火
塚
古
墳
』
豊
橋
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
報
告
書
第
一
二
〇
集　

豊
橋
市
教
育
委
員
会　

三
二
九
―
三
四
一
頁

原
田
大
六　

一
九
六
一
ａ
「
第
二
章　

十
七
号
遺
跡
」『
続
沖
ノ
島　

宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』

宗
像
神
社
復
興
期
成
会　

七
―
一
四
七
頁

原
田
大
六　

一
九
六
一
ｂ「
第
三
章　

十
八
号
遺
跡
」『
続
沖
ノ
島　

宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』

宗
像
神
社
復
興
期
成
会　

一
四
九
―
一
六
八
頁

広
瀬
和
雄　

二
〇
一
〇
「
壱
岐
島
の
後
・
終
末
期
古
墳
の
歴
史
的
意
義　

６
・
７
世
紀
の
外
交
と

国
境
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
八
集　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　

一
〇

七
―
一
四
〇
頁

松
木
武
彦　

二
〇
二
二
「
１
章　

山
陰
・
瀬
戸
内
・
土
佐
」『
シ
リ
ー
ズ
地
域
の
古
代
日
本　

出
雲
・

吉
備
・
伊
予
』
角
川
選
書
六
五
九　

株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ　

一
九
―
五
二
頁

松
本　

肇　

一
九
七
九
「
４
．
小
結
」『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅰ 

本
文　

宗
像
神
社
復
興
期
成
会　

二

三
四
―
二
三
五
頁

水
野
敏
典
・
山
田
隆
文
・
奥
山
誠
義
（
編
）
二
〇
一
〇
『
考
古
資
料
に
お
け
る
三
次
元
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
活
用
と
展
開
』
平
成
一
八
年
度
～
平
成
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研

究
（
Ａ
）（
課
題
番
号18202025

）
研
究
成
果
報
告
書　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

桃
﨑
祐
輔　

二
〇
一
八
「
沖
ノ
島
の
馬
具
」『
世
界
の
な
か
の
沖
ノ
島
』
季
刊
考
古
学
・
別
冊
二

七　

雄
山
閣　

五
五
―
六
〇
頁

森
下
章
司　

一
九
九
八
「
鏡
の
伝
世
」『
史
林
』
第
八
一
巻
第
四
号　

史
学
研
究
会　

一
―
三
四

頁
森
下
章
司　

二
〇
〇
五
「
前
期
古
墳
副
葬
品
の
組
合
せ
」『
考
古
学
雑
誌
』
第
八
九
巻
第
一
号　

日
本
考
古
学
会　

一
―
三
一
頁

森
下
章
司　

二
〇
二
二
「
鏡
の
伝
世
と
集
団
」『
考
古
学
研
究
』
第
六
九
巻
第
二
号　

考
古
学
研

究
会　

一
六
―
二
七
頁

柳
田
康
雄　

二
〇
一
一
「
沖
ノ
島
出
土
銅
矛
と
青
銅
器
祭
祀
」『
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群

調
査
報
告
書
Ⅰ
』「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
世
界
遺
産
推
進
会
議　

三
六
九
―
三
九

六
頁

渡
辺
夏
海　

二
〇
二
二
「
館
蔵
七
弧
内
行
花
文
鏡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
出

土
鏡
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」『
國
學
院
大
學
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
八
輯　

國
學
院
大
學

博
物
館　

二
三
―
三
二
頁

※
古
墳
や
遺
跡
に
か
か
わ
る
一
次
文
献
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
割
愛
し
た
。

図
表
出
典

図
１　

水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
。

図
２　

原
田
一
九
六
一
ａ
お
よ
び
水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
。

図
３　

１
・
２
・
４
～
６
：
水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
、
３
：
豊
一
九
三
九

を
引
用
。
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図
４　

水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
。

図
５　

水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
。

図
６　

水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
。

図
７　

１
～
３
・
５
・
６
：
宗
像
市
蔵
、
４
：
宗
像
大
社
蔵
、
７
：
福
津
市
教
育
委
員
会
蔵
。

図
８　

重
藤
二
〇
一
八
を
引
用
。

図
９　

１
：
水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
、
２
：
福
津
市
教
育
委
員
会
蔵
。

図
10　

１
・
２
：
水
野
・
山
田
・
奥
山
（
編
）
二
〇
一
〇
を
引
用
、
３
：https://w
w

w
.

britishm
useum

.org/collection/object/A
_1965-0223-1

（
最
終
確
認
日
：
二
〇
二
二
年
一

二
月
二
二
日
）
を
引
用
。

図
11　

九
州
歴
史
資
料
館
蔵
。

図
12　

１
～
４
：
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
、
５
：
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
６
：
京
都
府
埋
蔵
文
化
財

調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
、
７
：
朝
来
市
教
育
委
員
会
蔵
８
：
柏
原
市
教
育
委
員
会
蔵
、
９
：
南

丹
市
立
文
化
博
物
館
蔵
。

図
13　

宗
像
大
社
蔵
。

表
１
～
３　

岩
本
作
成
。
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